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はじめに

2012年6月20日～22日、ブラジルのリオデジャネイロにおいて、「国連持続可能な開発
会議（リオ+20）」が開催された。リオ+20は、1992年にブラジルのリオデジャネイロで開
催された「国連環境開発会議（UNCED：通称、地球サミット）」、2002年に南アフリカのヨハ
ネスブルクで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD：通称、ヨハネスブ
ルグ・サミット）」に続く、持続可能な開発に関する包括的な評価・コミットメント発表の場
と位置付けられた。最終日の22日には、リオ+20成果文書「The Future We Want」が採
択された。リオ+20において、グリーンエコノミー、持続可能な開発のための制度的枠組
み（IFSD）、持続可能な開発目標（SDGs）と並ぶ論点の一つに、資金の問題が挙げられる。
これまで、持続可能な開発に関する国際会議では、先進国が途上国の取り組みを支援する
ための資金協力として、政府開発援助（ODA）等の公的資金の拠出額が注目されることが多
かった。しかし、先進国の財政事情からODAを増加することが困難になった現在、資金を
どのように効果的に活用するか、ODAを補完する新たな資金源をどのように確保するか、汚
職腐敗や環境破壊・人権侵害等の不適切な資金活用をどのように回避するか等、資金には
様々な論点がある。資金課題を巡って先進国・新興国・途上国間の対立が高まる中、これら
の課題を解決することは、真に持続可能な開発を構築する上で極めて重要である。
リオ+20成果文書では、資金に関する新規のコミットメントやイニシアティブ等は見ら
れなかったが、今後、SDGsの策定と並行する形で、資金戦略について検討するプロセスが
行われることが合意された。具体的には、30名の専門家からなる政府間委員会（持続可能な
開発のための資金戦略に関する専門委員会）が、SDGs達成のための資金戦略に関する選択肢
を2014年までに国連総会に提案することになっている。
そこで、本レポートでは、リオ+20及び関連国際会合における資金に関する合意事項を
整理し、真に持続可能な開発に資する資金メカニズムを構築するための今後の課題・提案に
ついて、明らかにしたい。
今後、公的及び民間の資金が貧困層・脆弱層に直接裨益し、持続可能な開発に資する資金
を十分に確保することと同時に、汚職腐敗・環境破壊・人権侵害等の不適切な資金活用を回
避するための制度強化に繋がることを期待したい。

2013年3月
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第1部：リオ+20の概要と準備プロセス

　2012年6月20日～22日、ブラジルのリオデジャネイロにおいて、リオ+20が開催され、
191ヶ国から政策担当者・事業者・労働組合・NGO等4万5400人が参加した（持続可能な開発
に関する国際会議としては史上最大）。

　リオ+20の目的・テーマは、以下の通り定められている。

リオ+20の目的
1．持続可能な開発に関する新たな政治的コミットメントを確保すること
2．持続可能な開発に関する主要なサミットの成果の実施における現在までの進展及び残さ
れたギャップを評価すること

3．新しい又は出現しつつある課題を扱うこと

リオ+20のテーマ
1．持続可能な開発及び貧困撲滅の文脈におけるグリーンエコノミー1

2．持続可能な開発のための制度的枠組み

　会議最終日の22日には、リオ+20成果文書2が採択された。ただし、成果文書では、課題別
のセクション等が設けられており、必ずしも上記の2テーマに限定されてはいない（成果文書の
構成は第２部を参照）。
　また、リオデジャネイロでは、国連の本会議と並行して各種サイドイベント、キャパシティ・
ビルディング・イベント3、ブース出展が行われた他、市民団体主催のピープルズサミット4、持
続可能性を目指す自治体協議会（ICLEI）世界大会20125、ビジネスセクター主催のコーポレー
ト・サステナビリティ・フォーラム6などが開催された。

1 グリーンエコノミーには様々な定義がある。リオ+20準備プロセスにおいては、共通の定義を
採用することはせずに成果文書の交渉が行われた。
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/rio20_201107.pdf

2 リオ+20成果文書（環境省仮訳）
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/rio20_seika_yaku.pdf

3 SD-Learningと題する持続可能な開発に関するキャパシティ・ビルディング・イベントが開催。
http://www.uncsd2012.org/rio20/meetings_sdlearning.html

4 ピープルズサミットについては下記参照。
http://cupuladospovos.org.br/en/

5 持続可能性を目指す自治体協議会（ICLEI）世界大会2012については下記参照。
http://www.iclei.org/index.php?id=12648

6 コーポレート・サステナビリティ・フォーラムについては下記参照。
http://csf.compact4rio.org/events/rio-20-corporate-sustainability-forum/event-summary-
251b87a2deaa4e56a3e00ca1d66e5bfd.aspx
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　リオ+20の開催は、2008年12月の国連総会において正式に決定された（国連決議64/236）。
その後、準備委員会（Preparatory Committee）、非公式会合（intersessional Meeting）、地
域準備会合（Regional Preparatory Meeting）などが開催され、「持続可能な開発及び貧困撲滅
の文脈におけるグリーンエコノミー」と「持続可能な開発のための制度的枠組み」の2つのテーマ
に関する議論が行われた。また、2011年11月を期限として成果文書へのインプットの受付が行
われ、各国政府7、国際機関、各ステークホルダー8など677通の要望書が国連事務局に提出さ
れた9。これらをもとに、2012年1月10日に成果文書ゼロドラフトが発表された。
　成果文書ゼロドラフト公開後、修正提案受付が行われ、各国政府及び9つのメジャーグループ
（企業及び産業、子ども及び青年、農民、先住民族、地方自治体、NGO、科学・技術者、女性、
労働者及び労働組合）から修正提案10が提出された。
　成果文書案の交渉は、1月25日～27日の成果文書ゼロドラフト検討会合、3月19日～23日の
第1回成果文書交渉会合、3月26日～27日の第3回非公式会合で行われた。2012年1月時点の
成果文書ゼロドラフトは、わずか19ページの文書だったが、各国からの修正提案が加わり、3月
末には206ページに膨れ上がった。
　4月23日～5月4日にかけては、第2回成果文書交渉会合が行われたが、思うように交渉が進
まず、5月29日～6月2日に第3回非公式会合（追加交渉）を開催。6月13日～15日にはリオデジャ
ネイロで第3回準備委員会が開催され、さらに16日～18日に追加交渉が行われた。成果文書は、
19日の仮採択を経て、最終日の22日に正式に採択された。

7 2011年10月31日、日本政府は、「国連持続可能な開発会議（リオ+20）成果文書への日本政府イ
ンプット」を提出した。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/10/1031_05.html

8 リオ+20は、メジャーグループ（国連における政府・国際機関以外の参加グループで、企業及
び産業、子ども及び青年、農民、先住民族、地方自治体、NGO、科学・技術者、女性、労働者
及び労働組合の9つのグループ分けがされている）の参加が重視されており、ステークホルダー
フォーラムが各グループの調整役を務めた。

 http://www.stakeholderforum.org/sf/
9 日本においては、国内のステークホルダーの対話の促進を目的として、2011年7月13日にリオ

+20国内準備委員会が設立され、4回の会合と2回のワークショップを経て、10月31日に国連事
務局にインプット「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案」を提出
した。
http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/nr20111101_rioj.pdf

10 成果文書ゼロドラフトに対するメジャーグループの修正提案は以下参照。
 http://www.uncsd2012.org/rio20/resources_mgcomments.html
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リオ+20に向けた国際的な準備プロセス

2009年12月24日
2010年2月21日

2010年5月16日～18日
2011年1月10日～11日
2011年3月7日～8日

2011年9月～12月

2011年11月1日
2011年12月15日～16日
2012年1月10日
2012年1月25日～27日

2012年1月30日

国連総会で決議64/236が採択。リオ+20の開催が決定。
国連環境計画（UNEP）がグリーンエコノミーレポート11

を発表。
第1回準備委員会会合開催。
第1回非公式会合開催。
第2回準備委員会会合開催。目的とテーマに関する事務
総長レポート12が提示される。
アジア太平洋地域、アラブ地域、アフリカ地域、ラテン
アメリカ及びカリブ海地域で地域準備会合開催。
成果文書へのインプット受付終了。
第2回非公式会合開催。
成果文書ゼロドラフト公表。
成果文書ゼロドラフト検討会合開催。成果文書のセク
ションⅠ～Ⅱについて交渉。
地球の持続可能性に関するハイレベル・パネル（GSP）報
告書が潘基文国連事務総長へ提出される13。

11 国連環境計画（UNEP）のグリーンエコノミーレポートでは、「グリーン経済への移行は年間2%
の世界GDP（現在約1.3 兆ドル）を今から2050 年までの間、投資することによって、農業、建
設業、エネルギー業、漁業、林業、製造業、観光業、運輸業、水資源および廃棄物管理に関す
る事業の主要分野を環境に優しいものへ移行することが可能である」と結論付けている。
http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx

12 正式名称は「事務総長レポート・国連持続可能な開発会議の目的とテーマ」。グリーンエコノ
ミーを実現する政策として7つの柱（グリーン刺激策パッケージ、環境効率性向上策、民間市場
と政府調達のグリーン化、グリーン・インフラストラクチャーへの投資、自然資本の再生と強
化、価格適正化、環境税制改革）が提示され、制度的枠組みについては、国連環境計画（UNEP）
の専門機関への格上げ、持続可能な開発委員会（CSD）の理事会への格上げなどの制度オプショ
ンが提示された。成果文書ゼロドラフトの内容のベースになっていると考えられるが、グリー
ンエコノミーの政策オプションについては、成果文書ゼロドラフトの方が内容の具体性が低く
なっている。
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/N1070657.pdf

13 地球の持続可能性に関するハイレベル・パネル（GSP）は、潘基文（バン・ギムン）国連事務総長
のイニシアティブにより2010年8月に設置。パネル・メンバーは、個人の立場から持続可能な
開発を達成するためのビジョンと具体的提言を取りまとめた。この報告書は、リオ+20への重
要なインプットとされた。グリーンエコノミーについては、持続可能な開発のビジョンを達成
するための包括的アプローチを提供するものと位置付け、技術革新の重要性、省エネ技術・再
生可能エネルギーの促進、グリーン雇用、グリーンエコノミーの各国予算・戦略における主流
化などが提起された。また、制度枠組みについては、持続可能な開発に関する情報を集約する
展望報告書の作成や、持続可能な開発を総合的に扱う理事会を国連総会の下に設けることの検
討といった提言がなされた。また、持続可能な開発に関する具体的目標の策定が提言された。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/1/0131_01.html
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2012年3月19日～23日

2012年3月26日～27日

2012年4月23日～5月4日
2012年5月29日～6月2日
2012年6月13日～15日
2012年6月16日～18日
2012年6月19日
2012年6月20日～22日

第1回成果文書交渉会合開催。成果文書案のセクション
Ⅲ～Ⅴについて交渉実施。
第3回非公式会合開催。成果文書案のセクションⅠ～Ⅴ
について交渉実施。
第2回成果文書交渉会合開催。
第3回非公式会合（追加交渉）開催。
第3回準備委員会開催。
追加交渉開催。
成果文書仮採択。
リオ+20開催。成果文書は22日に正式採択。

6



第2部：リオ+20成果文書の構成と資金関連部分の内容

　2012年6月22日に採択されたリオ+20成果文書「The Future We Want」（49ページ、283
項目）の構成は以下の通りである。

リオ+20成果文書の構成
Ⅰ．共通ビジョン
Ⅱ．政治的コミットメントの更新
A．リオ原則と過去の行動計画の再確認
B．持続可能な開発に関する主要サミットの成果の実施におけるこれまでの前進及び残さ
れたギャップの評価並びに新たな課題への対応（統合、実施、一貫性）

C．主要グループ及び他のステークホルダーの関与
Ⅲ．持続可能な開発及び貧困撲滅の文脈におけるグリーン経済
Ⅳ．持続可能な開発のための制度的枠組み
A．持続可能な開発の3つの側面の強化
B．持続可能な開発のための政府間連携の強化
C．持続可能な開発の文脈における環境の柱
D．国際金融機関及び国連のオペレーショナルな活動
E．地域、国家、準国家、地方

Ⅴ．行動とフォローアップ
A．テーマ別分野と横断的事項
B．持続可能な開発目標（SDGs）

Ⅵ．実施手段
A．資金
B．科学技術
C．能力開発
D．貿易
E．コミットメントの登録

　1月10日に発表された成果文書ゼロドラフトからの大きな変更点として、途上国・新興国等
が参加する交渉グループであるG77+中国の主張を受け入れた形で、セクションⅤに含まれて
いた実施手段がセクションⅥとして独立の章に移行していることが挙げられる。
　リオ+20成果文書における資金関連部分の内容を、国際的経緯を交えながら、以下に示して
いく（成果文書は同じような内容が複数の箇所に書かれているため、資金拠出額、援助効果、国
際金融機関における持続可能な開発の主流化、南南協力・三角協力、汚職腐敗防止、革新的資金
メカニズム、民間資金、補助金・税制等、今後の資金戦略に順番を並べ替え、同テーマのパラグ
ラフを整理した上で紹介する。なお、関連するリオ+20成果文書は環境省仮訳を活用した）。
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2-1．資金拠出額について
　2002年3月のモンテレイ開発資金国際会議14、2008年11月のドーハ開発資金国際会議15等、
開発資金に関する国際会議では、先進国による開発途上国向けODA額を国民総生産（GNP）比
0.7％とする目標16等が約束されてきた。リオ+20でも、これらの目標達成を求めるコミットメ
ントが再確認されたことに留まっている（リオ+20成果文書パラグラフ258参照）。
　また、これまで気候変動枠組条約や生物多様性条約等の環境条約の会議においては、既存の
ODAコミットメントとは別の「新規かつ追加的な資金拠出のコミットメント」が確認されてきた
が、リオ+20成果文書では、具体的な内容には触れず、その必要性の確認に留まっている（リオ
+20成果文書パラグラフ264参照）。
　自主的コミットメントにおける資金拠出に関しては、リオ+20期間中に政府・企業・NGO等
による自主的コミットメントにおける資金拠出額は、5130億ドルに達した17とのことである。

関連するリオ+20成果文書の内容
258．我々は、全てのODAコミットメントの遂行が極めて重要で、それは多数の先進諸国に
よる、開発途上国向けのODAをGNP比0.7%とする目標の達成のほか、後発開発途上国向
けのODAについてはGNP比0.15～0.20%とする目標の達成を含む。それぞれの合意され
た計画達成のため、援助資金供与者は既存のコミットメントを果たせるよう、援助支出率を
引き上げるための必要且つ適切な、あらゆる措置を講じるべきである。我々は、係る目標を
まだ達成していない先進諸国に対し、それぞれのコミットメントに従って、後発開発途上国
向けODAをGNP比0.15～0.20%とする特異的目標を含め、開発途上国向けODAをGNP
比0.7%とする目標を達成するための、追加の具体的努力を行うよう、強く求める。ODAが
効果的に使用されることの確保において達成した進捗を基礎とすべく、我々は、民主主義的
ガバナンス、透明性と説明責任の改善、及び結果の管理の重要性を強調する。我々は全ての
援助支出供与者に対し、なるべく早期に、それぞれの予算配分プロセスに従った目標の達成
をどのような形で目指すかが分かる、展開指標となる日程計画を確立するよう、強く奨励す
る。我々は、先進諸国におけるそれぞれのコミットメントの遂行に向けた、公共の意識高揚、

14 外務省「モンテレイ合意の主な内容」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/02_hakusho/ODA2002/html/
kakomi/kk01003.htm

15 外務省「開発資金国際会議フォローアップ会合（2008年11月29日－12月2日、ドーハ）成果文書
の主要なポイント」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/seimu/minorikawa/dawha_08/seika.html

16 ODA額をGNP比で0.7％とする目標は、1969年にピアソン報告書において、1975年までにODA
額をGNP比で0.7％を達成することが提案されたのが始まりと言われている。その後、経済協
力開発機構（OECD）の開発援助委員会（DAC）において、この目標が受け入れられてきた。1993
年の国民経済生産の変更に伴い、GNP比から国民総所得（GNI）比の活用へ移行され、近年では
GNI比が使われることもある。
http://www.oecd.org/dac/aidstatistics/the07odagnitarget-ahistory.htm

17 国際連合広報センターファクトシート「リオ+20とその後：持続可能な未来に向かって」
http://unic.or.jp/fi les/pdfs/Final_Rio+20_Factseet_Japanese_layout.pdf
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提供した支援の開発効果に関するデータの提供、目に見える結果の明示といった手段による
国内での支援動員を強化することの重要性を強調する。

264．我々は、国連の開発システムにおける実務活動向けの十分な資金拠出の必要性のほか、
我々がこの宣言で示した目標の達成に向けた新規の、付加的で予測可能な資源を動員するた
めの、より広範な努力の一環として、より予測可能性が高く、効果的且つ効率的な資金拠出
を行う必要性も、強調する。

2-2．援助効果について
　援助効果向上については、主に2003年のローマ調和化ハイレベル・フォーラム、2005年の
パリ援助効果向上ハイレベル・フォーラム、2008年のアクラ援助効果向上ハイレベル・フォー
ラム、2011年の釜山援助効果向上ハイレベル・フォーラムで議論が行われてきた。釜山援助効
果向上ハイレベル・フォーラムでは、カントリーシステムの活用18、ジェンダー平等化の加速、
アンタイド19化の加速、透明性・予測性の促進、援助の拡散・断片化の抑制（プログラム・ベー
ス・アプローチ20の活用等）、脆弱国における持続的開発等を含む釜山成果文書21が合意されて
いる。
　リオ+20成果文書においても、開発効果の改善、プログラム・ベースのアプローチの増加、
公共セクターが管理する活動向けの国内システム（カントリーシステム）の利用、トランザクショ
ン費用の削減、及び相互の説明責任及び透明性の向上の必要性を認識するとしており、概ね援助
効果向上ハイレベル・フォーラムの議論を引き継いだ内容となっている（リオ+20成果文書パラ
グラフ259参照）。

18 カントリーシステムとは、援助実施の際に援助国の制度よりも開発途上国の制度を活用すること。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/09_hakusho/kakomi/kakomi05.html

19 アンタイド援助とは、物資およびサービスの調達先が国際競争入札により決まる援助のことを
いう。タイド援助は、これらの調達先が、援助供与国に限定されるなどの条件が付くものを指
す。日本語では、「ひもつき」援助と訳されることがある。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/08_hakusho/yougo.html

20 プログラム・ベース・アプローチとは、個別プロジェクトを越えて、特定の開発課題に対し援
助手法を組み合わせて取り組むこと。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/11_hakusho/honbun/b2/s3_1.html

21 外務省・第4回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラム（概要と評価）を参照。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/seimu/nakano/hlf4.html
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関連するリオ+20成果文書の内容
259．我々は、ODAの質の改善やODAによる開発効果の増強に向けた努力の増強を歓迎する。
また我々は、開発効果の改善、プログラムベースのアプローチの増加、公共セクターが管理
する活動向けの国内システムの利用、トランザクション費用の削減、及び相互の説明責任及
び透明性の向上の必要性を認識し、またこの点に関して、我々は全ての援助資金供与者に対
し、最大限可能な範囲での援助の自由化を求める。我々は更に、開発途上国へ定期的及び適
時に、中期での支援計画に関して指標となる情報を提供することにより、開発をより効果的
で予測可能なものにしてゆく。我々は、開発途上国による、政策の形成や市民社会組織との
協力の深化に議会や市民が関与することで効果的な開発の最善の結果を確保できるよう、自
国の開発、国家制度、システム及び能力のリーダーシップを強化することの重要性を認識す
る。また我々は、開発効果を保証する万能の常套手段など存在しないことも、念頭に置いて
おくべきである。各国の特有の状況を、十分に考慮する必要がある。

2-3．国際金融機関における持続可能な開発の主流化について
　世界銀行やアジア開発銀行（ADB）などの国際金融機関では、投融資先の開発事業の環境保全
効果・貧困削減効果等の促進とともに、開発事業における環境社会影響を回避・最小化するため
に、環境社会配慮政策（セーフガード政策）・情報公開政策・異議申し立て制度22等を整備してき
た。国際金融機関の政策や制度は、各国の公的援助機関や民間銀行等で幅広く参照されており、
グローバルで持続可能な開発の主流化に向けて極めて重要な政策・制度である。
　リオ+20成果文書では、国際金融機関や国連貿易開発会議（UNCTAD）等のマンデート、計画、
戦略、及び意思決定プロセスにおける持続可能な開発の主流化をさらに強化することを求めてい
る（リオ+20成果文書パラグラフ91参照）。
　なお、本パラグラフは、リオ+20成果文書の「セクションⅥ、A．資金」には含まれていないが、
資金関連の重要なパラグラフとして、検証の対象とした。

関連するリオ+20成果文書の内容
91．我々は、持続可能な開発が、国際金融機関や国連貿易開発会議（UNCTAD）などの国連
システム及び他の関連する団体の、計画、基金、専門機関によって、それぞれの既存のマン
デートに従って、十分に考慮されるべきであると認識する。この点に関し、我々は、それら
の団体に対し、すべての国、特に途上国の持続可能な開発の達成における努力を支持して、
それぞれのマンデート、計画、戦略、及び意思決定プロセスにおける持続可能な開発の主流
化をさらに強化することを求める。

22 国際金融機関等に対する市民の苦情を受け付け、その権利・利益を護るため、中立的立場から
調査したり、救済の勧告を図ったりする制度。
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2-4．南南協力・三角協力について
　開発における途上国間の協力は南南協力と呼ばれており、途上国間の協力に先進国も参加する
形態は三角協力と呼ばれている23。共に、先進国から途上国へのODAを補完する役割として、
近年注目されている。
　釜山援助効果向上ハイレベル・フォーラム成果文書では、「南南協力や三角協力などの水平的
パートナーシップを，多様化する国の状況とニーズに適合させることを手助けするとともに、こ
うした協力への支援を拡大する」との合意がある。
　リオ+20成果文書では、南南協力と三角協力の支援を強調することにとどまっており、釜山
援助効果向上ハイレベル・フォーラム成果文書と比較すると、若干のトーンダウンが見られる
（リオ+20成果文書パラグラフ260参照）。南南協力と三角協力についてトーンダウンした背景
には、資金に関して新たなコミットメントを表明しなかった先進国に対し、途上国側の強い懸念
があったと思われる。

関連するリオ+20成果文書の内容
260．我々は、ここ10年間で援助構造が大幅に変化したという点を指摘する。新たな援助
提供者やこれまでにないパートナーシップアプローチは、新たな協力様式を活用するもので、
資源の流れの増大に貢献してきた。さらに、開発援助と民間の投資、貿易及び新規の開発主
体の相互作用は、民間の資源の流れを活性化させる、新たな援助機会を提供するものである。
我々は、南南協力への支援はもとより、開発計画を実施するため大いに必要とされる付加的
資源を提供する三角協力についても、我々の支援をあらためて強調する。我々は、南南協力
の重要性、様々な歴史及び詳細事項を認識すると共に、南南協力は共有の経験と目標に基づ
く、諸国間の団結と協力の現れと捉えられるべきであることを強調する。いずれの協力形態
も、開発途上国の特定のニーズや期待に対処する、開発アジェンダを支えるものである。ま
た我々は、南南協力は南北協力に代わるものというより、むしろそれを補うものであると認
識する。我々は、中間所得層の開発途上国が、開発協力の提供者として、同時に受益者として、
果たす役割を認識する。

23 外務省「南南協力と三角協力」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/11_hakusho/keyword/keyword01.
html
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2-5．汚職腐敗防止について
　国際的な汚職腐敗の防止は、持続可能な開発に資する資金の効果的な活用の観点から必要不可
欠である。国際的な汚職腐敗防止の代表的取り組みとして、国連腐敗条約の策定・実施が挙げら
れる。国連腐敗防止条約は、2003年1月31日にニューヨークで採択され、2005年12月14日
に発効した（日本は2003年12月に署名し、2006年に締結のための国会承認が得られた）。外務
省によれば、条約の主なポイント24は以下の通りとのことである。

国連腐敗条約の主なポイント
• 腐敗行為の防止のため、公的部門（公務員の採用等に関する制度、公務員の行動規範、公的
調達制度等）及び民間部門（会計・監査基準、法人の設立基準等）において透明性を高める等
の措置をとる。また、腐敗行為により不正に得られた犯罪収益の資金洗浄を防止するための
措置をとる。
• 自国の公務員、外国公務員及び公的国際機関の職員に係る贈収賄、公務員による財産の横領、
犯罪収益の洗浄等の腐敗行為を犯罪とする。
• 腐敗行為に係る犯罪の効果的な捜査・訴追等のため、犯罪人引渡し、捜査共助、司法共助等
につき締約国間で国際協力を行う。
• 腐敗行為により不正に得られた犯罪収益の没収のため、締約国間で協力を行い、公的資金の
横領等一定の場合には、他の締約国からの要請により自国で没収した財産を当該他の締約国
へ返還する。

　2012年6月現在の締約国・機関数は160で、まだまだ増加の余地がある。そのため、リオ
+20成果文書では、あらゆるレベルでの強力な制度が必要であるとし、国連腐敗防止条約の未
加盟国に対して、国連腐敗防止条約批准／加盟を呼び掛けている（リオ+20成果文書パラグラフ
266参照）。

関連するリオ+20成果文書の内容
266．我々は、国別レベルと国際レベル双方での腐敗及び不法な資金フローとの闘いが１つ
の優先事項であることと、腐敗は効果的な資源動員に対する重大な障壁であり、また貧困の
撲滅、飢餓との闘い、持続可能な開発に欠かせない活動から資源を遠ざけてしまうものであ
るという点を強調する。我々は、あらゆる形態での腐敗の顕在化と対抗し続けるための緊急
且つ決定的な措置を講ずると決意しており、それにはあらゆるレベルでの強力な制度が必要
であり、また我々はそうした措置をまだ講じていない全ての加盟諸国に対し、国連腐敗防止
条約を批准または加盟し、実施に着手するよう、強く求める。

24 外務省「腐敗防止」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/huhai/index.html
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2-6．革新的資金メカニズムについて
　先進国における金融危機・財政危機等により、ODAの大幅な増額は困難な状況が続いている。
貧困・疫病・気候変動などの問題に取り組むための新たな資金を創出・供給するための枠組み
として、革新的な資金メカニズムが注目されている。実施・検討されている革新的資金メカニズ
ムには、国際医療品購入ファシリティ（UNITAID）25、予防接種のための国際金融ファシリティ
（IFFIm）26、航空券連帯税27、通貨取引開発税28、国際炭素税、生物多様性オフセットなどがある。
　釜山援助効果向上ハイレベル・フォーラム（2011年12月1日）の成果文書29においては、「共
有の開発目標のために民間資金を動員することを目的として、革新的資金メカニズムを更に発展
させる。」との合意がなされた。
　リオ+20成果文書では、すでに設置されている革新的資金メカニズムの規模拡大と新たな革
新的資金メカニズムの検討促進が合意された（リオ+20成果文書パラグラフ267参照）。

関連するリオ+20成果文書の内容
267．我々は、途上国が開発のための付加的資源の自発的な動員を支援するような、革新的
資金メカニズムを検討する。そうした資金調達は伝統的資金源を補うものであるべきで、そ
れに代わるものであってはならない。開発のための革新的資金源の大幅な進歩を認識しつつ、
我々は現在のイニシアティブについて、適切であれば、規模の拡大を求める。

25 国際医療品購入ファシリティ（UNITAID）
http://www.unitaid.eu/

26 予防接種のための国際金融ファシリティ（IFFIm）
http://www.iffi  m.org/

27 航空券等に課税する税制。フランス、韓国、チリ、モーリシャス、マダガスカル、ニジェール等
で導入されている。外務省「国際開発連帯税に関する検討」を参照。詳しくは資料編P.60を参照。

28 国際的な為替取引に課税し、その資金を開発に活用する税制。詳しくは資料編P.60を参照。
29 外務省「釜山援助効果向上ハイレベル・フォーラム成果文書」　詳しくは資料編P.48を参照。
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2-7．民間資金について
　革新的資金メカニズムの設置・推進と同様に、既存の開発資金を補完する資金源として注目さ
れているのが、民間資金である。
　釜山援助効果向上ハイレベル・フォーラム（2011年12月1日）成果文書においては、民間セ
クターの取り組みに関し、民間投資発展のための法・規制・行政上の環境改善や開発政策及び戦
略の策定と実施における民間セクターの参加拡大等が合意された。
　リオ+20成果文書では、民間セクターが「極めて重要な貢献を果たし得る、貴重な手段である」
と定義され、具体的な取り組みにあたっては、「国別の適切な法規制枠組を追求」することが合意
された（リオ+20成果文書パラグラフ268参照）。

関連するリオ+20成果文書の内容
268．我々は、動的、包含的で、上手く機能する、社会的及び環境的に責任を負う民間セク
ターが、経済成長、貧困削減、及び持続可能な開発の促進に極めて重要な貢献を果たし得る、
貴重な手段であると認識する。民間セクターの開発を促進するため、我々は引き続き、国別
の、地方レベルを含めた官民イニシアティブを奨励する法律、動的且つ上手く機能するビジ
ネスセクターを促進する法律、そして女性、貧困層及び弱者を含めた起業家精神や革新を推
進する法律と整合的な形で、国別の適切な法規制枠組を追求してゆく所存である。我々は、
所得の成長及び分配を、特に生産性の向上、女性へのエンパワーメント、労働者の権利の保
護、そして税制を通じて改善すべく取り組んでゆく。我々は、民間セクターの促進及び規制
に関連する政府の適切な役割は、各国の情勢次第で変わるものであると認識する。

2-8．補助金・税制等について
　持続可能な開発を達成するためには、国際的な資金の流れのみではなく、国内における資金の
流れをより持続可能な開発に資するものに改革する必要がある。
　漁業補助金に関しては、リオ+20成果文書において、過剰漁業等につながる漁業補助金の廃
止等に合意している（リオ+20成果文書パラグラフ173参照）。
　また、化石燃料補助金については、2009年9月にG20首脳声明30で「中期的に、不経済な消
費を奨励する非効率な化石燃料に対する補助金を合理化し、段階的に廃止する」とされ、同年11
月にAPEC首脳会議宣言31で「必要不可欠なエネルギー・サービスを要する者にはこれを供与す
る必要性を認めつつも、無駄な消費を促すような化石燃料に対する補助金を中期的に合理化し、
廃止することにコミットする」とされた。

30 外務省・G20ピッツバーグサミット首脳声明（仮訳）を参照。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/0909_seimei_ka.html

31 外務省・第17回APEC首脳会議シンガポール首脳宣言（仮訳）を参照。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_hatoyama/apec_09/apec_seicho_ka.html
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　リオ+20成果文書では、有害で非効率的な化石燃料補助金の段階的廃止に関するコミットメ
ントの確認と、コミットメントを行っていない国々の税制再構築等の促進に合意している（リオ
+20成果文書パラグラフ225参照）。今後は、G20及びAPEC加盟国の取り組みとともに、これ
らの枠組みに含まれていない国々の取り組み促進が期待できる。
　なお、パラグラフ173及び225は、リオ+20成果文書の「セクションⅥ、A．資金」には含ま
れていないが、資金関連の重要なパラグラフとして、検証対象とした。

関連するリオ+20成果文書の内容
173．我々は、開発途上国にとって漁業分野が持つ重要性を考慮した上で、違法・無報告・
無規制（IUU）漁業と過剰漁獲力に繋がる補助金の廃止に関する「ヨハネスブルグ実施計画」の
実施を再確認する。また、過剰漁獲・過剰漁獲努力量につながる漁業形態を禁止すること等
を通して、「WTOドーハ開発アジェンダ」と「香港閣僚宣言」に効果を与える漁業補助金に関す
る多国間規則を完結させ、漁業分野の補助金に関する規則を強化に尽力することを繰り返し
強調する。開発途上国、後発開発途上国に対する適切で効果的な特別優遇がWTOの漁業補
助金交渉の中心部分となることを認め、開発、貧困撲滅、生計、食糧の安全に関する問題に
とって漁業分野の持つ重要性を考慮する。各国に対し、透明性を強化し、WTOを通じて既存
の漁業補助金プログラムを報告することを求める。漁業資源の状態を勘案し、漁業補助金に
関する「WTOドーハ開発アジェンダ」、「香港閣僚宣言」、更には協議を終了する必要性にも影
響することなく、我々は、各国に過剰漁獲・過剰漁獲努力量につながる漁業補助金を廃止し、
新しい補助金を導入せず、既存の補助金を拡張しないことを求める。

225．諸国は、無駄な消費を助長し持続可能な開発を損ねる、有害且つ非効率的な化石燃料
助成金32の段階的廃止に向けて行ってきたコミットメントを再確認する。我々は他の人々に
対し、税制の再構築や、存在する場合においては有害な助成金の段階的の廃止を含めた市場
の歪みの解消によって、非効率的な化石燃料助成金を、環境に対する影響を反映する形で合
理化することを検討し、係る政策においては開発途上国の特異的なニーズや条件を全面的に
考慮に入れ、自国の開発に対して可能性のある悪影響の最小限に抑えることを狙いとし、ま
た貧困な地域社会や影響を受ける地域社会を保護する形とするよう促す。

32 リオ+20成果文書のパラグラフ225では、subsidiesを「助成金」と訳されているが、リオ+20成
果文書のパラグラフ173やG20首脳声明、APECの首脳宣言では「補助金」と訳されている。
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2-9．今後の資金戦略について
　リオ+20成果文書では、資金に関する新規のコミットメントやイニシアティブ等は見られな
かったが、今後、持続可能な開発目標（SDGs）の策定と並行する形で、資金戦略について検討す
るプロセスが行われることが合意された（リオ+20成果文書パラグラフ254～257参照）。
　具体的には、30名の専門家からなる政府間委員会（持続可能な開発のための資金戦略に関する
専門委員会）33が、持続可能な開発目標（SDGs）達成のための資金戦略に関する選択肢を2014
年までに国連総会に提案することになっている。

関連するリオ+20成果文書の内容
254．我々は、「国連持続可能な開発会議」の成果に従って行われる行動や持続可能な開発目標
達成のために行われる行動を通じたものを含め、開発途上国における持続可能な開発の促進
に向けた努力を強力に支援するための、多様な源泉からの資金源の大幅動員や資金の効果的
な利用の必要性を認識する。

255．我々は、国連総会の下、国連システムからの技術支援を受け、そして関連の国際的及
び地域的な金融機関及びその他の関連ステークホルダーとのオープン且つ広範な協議を経た
上での、政府間交渉プロセスの立ち上げに合意する。このプロセスにおいては、持続可能な
開発目標の達成における資源の動員及びそれらの効果的利用を推進するための「持続可能な
ファイナンシング戦略」に関する選択肢を提案する、報告書の作成を視野に、資金ニーズの評
価を行い、既存の文書や枠組の効果、一貫性及び相乗効果を検討し、そして付加的イニシア
ティブを査定することになる。

256．地域グループにより指名された30名の、地理的に平等な代表の専門家からなる政府
間委員会がこのプロセスを実施し、作業は2014年までに完了予定である。

257．我々は国連総会に対し、この報告書を検討し、適切な行動を取るよう要請する。

33 持続可能な開発のための資金戦略に関する専門委員会
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1557
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第3部：持続可能な開発のための資金戦略策定に向けた今後の課題と提案

　リオ+20においては、資金が大きな論点の一つとなったものの、新たなコミットメントや戦
略は合意できずに終わってしまった。むしろ、資金に関する具体的な進展は、リオ+20成果文
書で設置が決まった持続可能な開発のための資金戦略に関する専門委員会及びSDGsの策定プロ
セスに先送りした格好となった。
　日本及び各国政府は、持続可能な開発のための資金戦略の策定にあたって、リオ+20で積み
残しとなった論点を踏まえつつ、以下の点に合意するべきである。

1． 資金拠出額について：既存のODAの中には、持続可能な開発の実現に向けて効果が不十分
なもの、環境・社会に多大な悪影響をもたらすものが少なくない。したがって、単に資金を
増加させるだけでなく、貧困層・脆弱層に直接裨益し、持続可能な開発に資する資金の増加
が必要である。そのためには、援助機関や実施機関等の実施能力強化や資金拠出の際の持続
可能な開発への寄与度の評価方法・データ収集体制などを整備するべきである。

2． 援助効果について：プログラム・ベース・アプローチの拡大やカントリーシステムの活用拡
大等、援助効果を高めるための援助プロセス簡素化は必要だが、審査・監督体制の欠如や環
境社会配慮の低下に繋がらないようにする配慮が必要である（世界銀行の成果連動型プログ
ラムローンでは、環境社会配慮基準の低下も見られている）。また、環境条約ごとに別々の
資金メカニズムが整備されているが、優先度の高い課題への対処、重複の回避、効果向上等
の観点から、各資金メカニズム間の調整を強化することが必要である。

3． 国際金融機関における持続可能な開発の主流化について：国際金融機関等における持続可能
な開発の主流化のために、貧困削減効果・環境保全効果の高い事業の拡大、適切な環境社会
配慮政策の整備が必要である。世界銀行は環境社会配慮政策34を改訂中（2014年に改訂完
了を予定）であるが、特に近年拡大しつつある政策借款の環境社会配慮強化（戦略的環境影響
評価の導入等）を図るべきである。

4． 南南協力・三角協力について：先進国による援助データの情報公開は経済協力開発機構
（OECD）の開発援助委員会（DAC）で整備されてきたが、非OECD諸国（新興国等）による援
助は、そうした援助データの収集・公開が行われておらず、実態が不明確なままである。し
たがって、南南協力・三角協力を実施する非OECD諸国も含めた援助データ収集・公開体制
を整備するべきである。

34 開発の過程における人々や環境への不当な悪影響を防止・軽減することを目的として世界銀行
において定められた政策。環境アセスメント、自然生息地、森林、病害虫管理、有形文化資源、
非自発的住民移転、先住民族、ダムの安全性、国際水路、紛争地域、借入国システムの試験的
活用の11政策から成り立っている。
http://go.worldbank.org/7LW3X1OBX0
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5． 汚職腐敗防止について：持続可能な開発に資する資金の効果的な活用をはかるために、国連
汚職腐敗防止条約や採取産業透明性イニシアティブ（EITI：石油・ガス・鉱物資源等の開発
から資源産出国政府への資金の流れの透明性を高めることを通じて腐敗や紛争を予防し、成
長と貧困削減に繋がる責任ある資源開発を促進する多国間協力の枠組み）35への参加拡大、
各国による情報公開に関する法制度等を通じて、汚職腐敗を防止する制度を整備・強化する
べきである。

6． 革新的資金メカニズムについて：ODAを補完する資金を確保するために、革新的資金メカ
ニズムの整備により資金源を拡充するべきである。ただし、非効率・不適切な資金利用を回
避するために、透明性やガバナンスを十分に確保した上で導入する必要がある。

7． 民間資金について：民間が実施する開発金融においては、環境・社会に多大な悪影響を
もたらすものが少なくない。したがって、民間銀行の環境社会配慮基準であるEquator 
Principles（赤道原則）の強化・拡大等を通じて、民間資金の活用における環境社会配慮・情
報公開・アカウンタビリティを徹底するべきである。また、民間資金の活用にあたって、貧
困削減効果・環境保全効果の高い事業を拡大するために、持続可能な開発への寄与度の評価
方法・データ収集体制などを整備するべきである。

8． 補助金・税制等について：非持続可能な補助金削減・撤廃を含む持続可能な開発に資する税
財政を実現するべきである。ただし、補助金を削減・撤廃等の際には、貧困層・脆弱層への
影響に十分に配慮する必要がある。また、各国の所得税・法人税引き下げ競争や多国籍企業
のタックスヘイブン（租税回避地）利用等の拡大により、適切な税制を確立することが困難に
なっている現状を踏まえ、各国の税制に関する調整を強化することも重要である。

　なお、本レポートでは、資金問題として主にリオ+20で取り上げられた課題を中心に扱ったが、
軍事費の削減、国際的な金融取引への規制、原子力や兵器への投融資など、持続可能な社会構築
に向けて検討が必要な課題もまだまだたくさんあり、そうした課題解決も重要である。
 

35 Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
http://eiti.org/
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おわりに
～持続可能な開発に資する資金メカニズム構築に向けた調査提言型NGOの役割と課題～

　持続可能な開発に資する資金メカニズム構築に向けて、当センターのような調査提言型NGO
の意義・果たすべき役割として、以下の点があげられる。

1． 問題をいち早く明らかにする役割：実際に資金拠出・事業実施によって環境破壊・人権侵
害・汚職腐敗等が発生したり、効果のない事業が実施されたりしても、政府や企業が問題を
十分に把握していないことも少なくない。調査提言型NGOが現場に入り、または現場の市
民と協働することで、問題をいち早く明らかにし、改善を働き掛けることが可能になる36。

2． 既存の枠組みを超えて政策の適切な構築や改善を促す役割：革新的資金メカニズム促進や補
助金・税制等の改革等におけるNGOの役割も高まりつつある。資金に関する政策形成にお
いては、各省庁の縦割りが障害になることや、産業界・労働組合・消費者団体等の既存の団
体だけではカバーできない課題・視点があることも少なくない。調査提言型NGOが、こう
したしがらみを超えた政策提言を行っていくことが重要である37。

3． 政策形成や実施の透明性を高める役割：利害関係の比較的少ない調査提言型NGOや市民が
政策形成に参画することで、政策形成や実施の透明性を高めることも重要である。

　このように、持続可能な開発に資する資金メカニズム構築に向けて欠かせない役割を果たす調
査提言型NGOであるが課題も多い。調査提言型NGOの課題としては、以下の点があげられる
だろう。

1． 安定した資金源の確保：調査提言型NGOの課題として、安定した資金源が国内で確保でき
ていないことがあげられる。実際に、日本の助成財団の資金の多くが研究助成や案件実施型
のNGOに向けられており、提言活動で助成金を獲得することが困難な状況が続いている。
また、専門的な内容のため、幅広い市民からの寄付も集まりにくい。こういった調査提言型
NGOの活動を支援していく枠組みの強化も早急に整備する必要があるだろう。

2． 国際NGOネットワークの強化：リオ+20成果文書でも鮮明化したように、近年では民間
企業や民間銀行による資金拠出や南南協力や三角協力等の新興ドナーによる資金拠出が増
えており、資金源の多様化が生じている。先進国政府による公的資金拠出をモニタリングす

36 当センターは、これまで、世界銀行・アジア開発銀行・国際協力銀行（JBIC）・国際協力機構
（JICA）などが融資する途上国（特に南アジア）における開発事業によって引き起こされた環境
問題・人権問題の解決のために、調査・提言活動を行ってきた。
http://www.jacses.org/sdap/index.html

37 当センターは、日本における地球温暖化対処のための効果的な環境税の導入等、公正で持続可
能な社会の構築に向けた税制・財政改革を進めるための調査・提言活動を行ってきた。
http://www.jacses.org/paco/index.html
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38 民間銀行の政策や事業をモニタリングするNGOネットワーク。当センターも加盟している。
http://www.banktrack.org/

39 民間銀行の環境・社会政策を評価するウェブサイトを運営するネットワーク。オランダで開始
され、世界10か国に展開予定。日本からは当センターも参画している。
http://www.eerlijkebankwijzer.nl/english/

るNGOの国際ネットワークは整備されつつあるが、こうした資金の出し手の変化に合わせ
て、NGO側も新たなネットワークを構築する必要があるだろう。民間銀行の投融資における
環境・人権問題をモニタリングするNGOの国際ネットワークの例として、Banktrack38や
BankWiser39があるが、こうした取り組みをさらに推進していくことも重要である。

　南北間の溝を埋める持続可能な開発の取り組みの強化が求められているが、それを円滑に進め
るために重要な役割を果たすのが資金メカニズムである。言い換えれば、環境的適正と社会的公
正にもとづく資金メカニズムの構築・創出こそが、持続可能な地球社会を実現する上で大きな鍵
となるということである。NGOが果たすべき役割は、今後とも日増しに大きくなっていくと思
われる。
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20

in
7

� � �

20
05

出
典

：
外

務
省「

リ
オ

+2
0に

お
け

る
緑

の
未

来
イ

ニ
シ

ア
テ

ィ
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20
12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書
　
　
23

7

 
（
単
位
：
百
万
ド
ル
）

国
名

支
出
純
額
ベ
ー
ス

支
出
総
額
ベ
ー
ス

順
位

実
績

対
前
年
伸
び
率

（
％
）

順
位

実
績

構
成
比

（
％
）

対
前
年
伸
び
率

（
％
）

米
国

1
30
,9
24

1.
9

1
32
,1
33

21
.6

3.
1

ド
イ
ツ

2
14
,0
93

8.
5

3
15
,5
96

10
.5

8.
4

英
国

3
13
,8
32

6.
0

5
14
,1
74

9.
5

5.
8

フ
ラ
ン
ス

4
12
,9
97

0.
6

4
14
,4
36

9.
7

0.
4

日
本

5
10
,8
31

-1
.7

2
19
,9
92

13
.4

6.
2

オ
ラ
ン
ダ

6
6,
34
4

-0
.2

6
6,
55
8

4.
4

1.
4

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

7
5,
60
3

23
.6

7
5,
60
6

3.
8

23
.5

カ
ナ
ダ

8
5,
45
7

4.
8

8
5,
50
4

3.
7

4.
8

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

9
4,
98
3

30
.2

9
4,
98
3

3.
3

30
.2

ノ
ル
ウ
ェ
ー

10
4,
93
4

7.
7

10
4,
93
4

3.
3

7.
7

イ
タ
リ
ア

11
4,
32
6

44
.4

11
4,
62
6

3.
1

45
.5

ス
ペ
イ
ン

12
4,
17
3

-2
9.
9

12
4,
47
7

3.
0

-2
9.
1

ス
イ
ス

13
3,
07
6

33
.7

13
3,
12
8

2.
1

35
.1

デ
ン
マ
ー
ク

14
2,
93
1

2.
1

15
3,
00
1

2.
0

0.
8

ベ
ル
ギ
ー

15
2,
80
7

-6
.5

14
3,
01
8

2.
0

-1
.1

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

16
1,
40
6

5.
5

16
1,
42
6

1.
0

7.
0

韓
国

17
1,
32
8

13
.2

17
1,
37
3

0.
9

13
.8

オ
ー
ス
ト
リ
ア

18
1,
11
1

-8
.0

18
1,
11
6

0.
7

-8
.1

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

19
91
4

2.
1

19
91
4

0.
6

2.
1

ポ
ル
ト
ガ
ル

20
70
8

9.
1

20
74
6

0.
5

8.
9

ギ
リ
シ
ャ

21
42
5

-1
6.
3

21
42
5

0.
3

-1
6.
3

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

22
42
4

23
.9

22
42
4

0.
3

23
.9

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

23
40
9

1.
6

23
41
3

0.
3

2.
6

D
AC
諸
国
計

13
4,
03
8

4.
3

14
9,
00
5

10
0.
0

5.
5

出
典
：
D
AC
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
、
D
AC
統
計（
D
AC
 st
at
ist
ic
s o
n 
O
EC
D
.S
TA
T)

＊
1　
D
AC
：
経
済
協
力
開
発
機
構
開
発
援
助
委
員
会
 O
EC
D
-D
AC
：
O
rg
an
isa
tio
n 
fo
r E
co
no
m
ic
 C
o-
op
er
at
io
n 
an
d 
D
ev
el
op
m
en
t-D
ev
el
op
m
en
t A
ss
ist
an
ce
 

Co
m
m
itt
ee

＊
2　
国
名
は
政
府
開
発
援
助
実
績（
支
出
純
額
ベ
ー
ス
）の
順

＊
3　
四
捨
五
入
の
関
係
上
、
合
計
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
る

＊
4　
東
欧
お
よ
び
卒
業
国
向
け
援
助
を
除
く

D
A
C
諸
国
の
政
府
開
発
援
助
実
績（
20
11
年
）

図
表
 IV
-2
4

諸
外
国
の
政
府
開
発
援
助

参
考

D
A
C
諸
国
の
政
府
開
発
援
助
実
績

第
1節

第 IV 部 参 考

23
8　

　
20
12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書

 
（
支
出
純
額
ベ
ー
ス
、
単
位
：
百
万
ド
ル
）

順
位

国
名

政
府
開
発

援
助
額

二
国
間
政
府
開
発
援
助

国
際
機
関
向
け

政
府
開
発
援
助

計
無
償
資
金

技
術
協
力

政
府
貸
付
等

1
米
国

30
,3
53

26
,5
87

26
,7
89

59
5

-7
98

3,
76
6

2
英
国

13
,0
53

8,
01
7

7,
04
7

67
7

29
2

5,
03
6

3
ド
イ
ツ

12
,9
85

8,
03
6

2,
42
2

4,
47
5

1,
13
9

4,
95
0

4
フ
ラ
ン
ス

12
,9
15

7,
78
7

3,
97
9

2,
68
0

1,
12
8

5,
12
8

5
日
本

11
,0
21

7,
33
7

4,
27
3

2,
67
0

39
5

3,
68
4

6
オ
ラ
ン
ダ

6,
35
7

4,
84
1

4,
55
6

39
6

-1
11

1,
51
6

7
ス
ペ
イ
ン

5,
94
9

3,
99
9

2,
66
6

67
3

66
0

1,
95
1

8
カ
ナ
ダ

5,
20
9

3,
92
6

1,
78
5

2,
18
5

-4
3

1,
28
2

9
ノ
ル
ウ
ェ
ー

4,
58
0

3,
56
1

3,
18
0

27
6

10
5

1,
01
9

10
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

4,
53
3

2,
91
5

2,
21
2

69
7

6
1,
61
8

11
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

3,
82
6

3,
24
1

1,
55
9

1,
65
0

33
58
5

12
ベ
ル
ギ
ー

3,
00
4

2,
05
1

1,
38
4

67
2

-4
95
3

13
イ
タ
リ
ア

2,
99
6

75
9

70
1

11
5

-5
7

2,
23
7

14
デ
ン
マ
ー
ク

2,
87
1

2,
10
9

2,
09
5

53
-3
8

76
3

15
ス
イ
ス

2,
30
0

1,
71
2

1,
53
8

16
1

14
58
8

16
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

1,
33
3

83
9

48
6

31
5

39
49
4

17
オ
ー
ス
ト
リ
ア

1,
20
8

61
2

40
0

21
2

1
59
6

18
韓
国

1,
17
4

90
1

37
9

19
5

32
7

27
3

19
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

89
5

58
5

57
3

12
ー

31
0

20
ポ
ル
ト
ガ
ル

64
9

39
6

11
6

97
18
3

25
3

21
ギ
リ
シ
ャ

50
8

21
2

84
12
8

ー
29
6

22
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

40
3

26
2

25
6

6
0

14
1

23
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

34
2

27
1

20
9

62
ー

71

D
AC
諸
国
計

12
8,
46
6

90
,9
58

68
,6
88

19
,0
02

3,
26
9

37
,5
08

D
AC
諸
国
平
均

5,
58
5

3,
95
5

2,
98
6

82
6

14
2

1,
63
1

出
典
：
D
AC
統
計（
D
AC
 st
at
iti
cs
 o
n 
O
EC
D
.S
TA
T)
 

＊
1　
順
位
は
政
府
開
発
援
助
実
績（
支
出
純
額
ベ
ー
ス
）の
順

＊
2　
四
捨
五
入
の
関
係
上
、
合
計
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
る

＊
3　
東
欧
お
よ
び
卒
業
国
向
け
援
助
を
除
く

＊
4　
マ
イ
ナ
ス
は
貸
付
な
ど
の
回
収
額
が
供
与
額
を
上
回
っ
た
こ
と
を
示
す

D
A
C
諸
国
の
政
府
開
発
援
助
形
態
別
内
訳（
20
10
年
）

図
表
 IV
-2
5

出
典

：
外

務
省「

20
12

年
版

政
府

開
発

援
助（

O
D
A
）白

書
・

諸
外

国
の

政
府

開
発

援
助

」
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20
12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書
　
　
23

9

参
考
　
諸
外
国
の
政
府
開
発
援
助

第
1
節
 D
A
C
諸
国
の
政
府
開
発
援
助
実
績

ア
ジ
ア

米
国
 2
0.
1％

14
,3
62

百
万
ド
ル

日
本
 1
7.
6％

そ
の
他
 3
9.
2％

ド
イ
ツ
 1
1.
9％

英
国
 1
1.
2％

米
国
 4
6.
5％

12
,6
87

百
万
ド
ル

日
本
 1
2.
5％

そ
の
他
 2
4.
9％

ド
イ
ツ
 8
.5
％

フ
ラ
ン
ス
 7
.6
％

米
国
 2
7.
6％

27
,7
52

百
万
ド
ル

フ
ラ
ン
ス
 1
2.
9％

そ
の
他
 4
2.
3％

英
国
 1
1.
0％

ド
イ
ツ
 6
.3
％

米
国
 3
4.
6％

7,
85
6

百
万
ド
ル

ス
ペ
イ
ン
 1
7.
4％

そ
の
他
 2
6.
0％

ド
イ
ツ
 1
1.
6％

カ
ナ
ダ
 1
0.
3 
％

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
 

55
.3
％

1,
76
6

百
万
ド
ル

米
国
 1
5.
1％

そ
の
他
 9
.9
％

日
本

 1
0.
0％

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

 9
.7
％

ド
イ
ツ
 2
2.
8％

2,
27
2

百
万
ド
ル

米
国
 2
1.
6％

そ
の
他
 4
1.
8％

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
 7
.1
％

フ
ラ
ン
ス
 6
.6
％

サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ

大
洋
州

中
東
・
北
ア
フ
リ
カ

中
南
米

欧
州

出
典
：
D
AC
統
計（
D
AC
 S
ta
tis
tic
s o
n 
O
EC
D
.S
TA
T）

＊
1　
支
出
総
額
ベ
ー
ス

＊
2　
地
域
分
類
は
図
表
IV
-1
2二
国
間
政
府
開
発
援
助
の
国
別
・
援
助
形
態
別
内
訳
に
同
じ

＊
3　
東
欧
お
よ
び
卒
業
国
向
け
援
助
を
除
く

＊
4　
グ
ラ
フ
内
数
値
は
D
AC
諸
国
の
援
助
実
績
の
合
計

地
域
別
実
績
に
お
け
る
主
要
D
A
C
援
助
国（
20
10
年
）

図
表
 IV
-2
6

第 IV 部 参 考

24
0　

　
20
12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書

 
（
約
束
額
ベ
ー
ス
、
2か
年
の
平
均
値
、
単
位
：
％
）

国
　
　
　
　
名

順
位

20
09
／
20
10
年

順
位

20
08
／
20
09
年

カ
ナ
ダ

1
10
0.
0

1
10
0.
0

ギ
リ
シ
ャ

1
10
0.
0

1
10
0.
0

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

1
10
0.
0

1
10
0.
0

オ
ラ
ン
ダ

1
10
0.
0

1
10
0.
0

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

1
10
0.
0

1
10
0.
0

米
国

6
10
0.
0

7
10
0.
0

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

7
10
0.
0

1
10
0.
0

オ
ー
ス
ト
リ
ア

8
99
.7

8
99
.4

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

9
98
.9

12
98
.5

デ
ン
マ
ー
ク

10
98
.8

10
98
.9

ス
イ
ス

11
98
.8

9
99
.2

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

12
98
.2

11
98
.8

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

13
98
.0

14
97
.4

ベ
ル
ギ
ー

14
97
.7

13
98
.4

ノ
ル
ウ
ェ
ー

15
97
.4

15
96
.3

イ
タ
リ
ア

16
95
.4

17
93
.5

英
国

17
95
.1

16
95
.0

ス
ペ
イ
ン

18
88
.7

19
85
.2

ド
イ
ツ

19
81
.0

20
84
.0

ポ
ル
ト
ガ
ル

20
75
.2

18
87
.0

フ
ラ
ン
ス

21
67
.6

21
73
.2

日
本

22
52
.3

22
47
.2

韓
国

23
45
.7

23
44
.0

D
AC
諸
国
平
均

86
.3

86
.9

出
典
：
D
AC
議
長
報
告

＊
1　
国
名
は
20
09
/2
01
0年
平
均
に
お
け
る
贈
与
比
率
の
高
い
順

＊
2　
債
務
救
済
を
除
く

＊
3　
％
の
数
値
は
、
小
数
点
以
下
第
2位
で
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
、
同
一
値
で
順
位
の
異
な
る
場
合
が
あ
る

 
（
2か
年
の
平
均
値
、
単
位
：
百
万
ド
ル
）

国
　
　
　
　
名

順
位

20
09
／
20
10
年

順
位

20
08
／
20
09
年

米
国

1
30
,4
09

1
28
,5
35

英
国

2
11
,8
49

3
11
,0
67

ド
イ
ツ

3
11
,7
88

2
13
,0
20

フ
ラ
ン
ス

4
10
,8
84

4
10
,4
86

日
本

5
9,
70
5

5
9,
66
2

オ
ラ
ン
ダ

6
6,
52
7

6
6,
93
1

ス
ペ
イ
ン

7
5,
74
9

7
6,
52
5

カ
ナ
ダ

8
4,
64
7

9
4,
43
7

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

9
4,
49
5

8
4,
57
0

ノ
ル
ウ
ェ
ー

10
4,
25
6

11
3,
95
3

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

11
3,
23
4

13
2,
78
7

イ
タ
リ
ア

12
3,
17
4

10
4,
11
8

デ
ン
マ
ー
ク

13
2,
87
8

12
2,
82
3

ベ
ル
ギ
ー

14
2,
82
8

14
2,
56
0

ス
イ
ス

15
2,
29
0

15
2,
15
9

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

16
1,
27
9

17
1,
20
9

オ
ー
ス
ト
リ
ア

17
1,
18
0

16
1,
45
5

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

18
95
0

18
1,
16
7

韓
国

19
72
4

20
61
7

ギ
リ
シ
ャ

20
55
7

19
65
5

ポ
ル
ト
ガ
ル

21
46
4

21
47
3

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

22
40
9

22
41
5

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

23
32
6

23
32
9

合
計

12
0,
60
2

11
9,
95
1

出
典
：
D
AC
統
計（
D
AC
 S
ta
tis
tic
s o
n 
O
EC
D
.S
TA
T）

＊
　
国
名
は
20
09
/2
01
0年
平
均
に
お
け
る
贈
与
額
の
多
い
順

D
A
C
諸
国
の
贈
与
比
率

図
表
 IV
-2
7

D
A
C
諸
国
の
贈
与
額

図
表
 IV
-2
8

出典：外務省「2012年版政府開発援助（ODA）白書・諸外国の政府開発援助」

出
典

：
外

務
省「

20
12

年
版

政
府

開
発

援
助（

O
D
A
）白

書
・

諸
外

国
の

政
府

開
発

援
助

」
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20
12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書
　
　
24

1

参
考
　
諸
外
国
の
政
府
開
発
援
助

第
1
節
 D
A
C
諸
国
の
政
府
開
発
援
助
実
績

 
（
約
束
額
ベ
ー
ス
、
2か
年
の
平
均
値
、
単
位
：
％
）

国
　
　
　
　
名

順
位

20
09
／
20
10
年

順
位

20
08
／
20
09
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア

1
10
0.
0

1
10
0.
0

カ
ナ
ダ

1
10
0.
0

1
10
0.
0

デ
ン
マ
ー
ク

1
10
0.
0

1
10
0.
0

ギ
リ
シ
ャ

1
10
0.
0

1
10
0.
0

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

1
10
0.
0

1
10
0.
0

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

1
10
0.
0

1
10
0.
0

オ
ラ
ン
ダ

1
10
0.
0

1
10
0.
0

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

1
10
0.
0

1
10
0.
0

ノ
ル
ウ
ェ
ー

1
10
0.
0

1
10
0.
0

ス
イ
ス

1
10
0.
0

1
10
0.
0

英
国

1
10
0.
0

1
10
0.
0

米
国

1
10
0.
0

1
10
0.
0

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

13
10
0.
0

13
10
0.
0

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

14
99
.9

14
99
.9

ベ
ル
ギ
ー

15
99
.6

15
99
.7

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

16
99
.4

16
99
.6

イ
タ
リ
ア

17
99
.0

17
98
.9

ス
ペ
イ
ン

18
97
.2

19
95
.9

韓
国

19
93
.5

21
89
.8

ポ
ル
ト
ガ
ル

20
92
.9

18
96
.4

ド
イ
ツ

21
91
.0

20
92
.7

日
本

22
87
.6

23
85
.8

フ
ラ
ン
ス

23
86
.1

22
89
.4

D
AC
諸
国
平
均

95
.4

96
.1

出
典
：
D
AC
議
長
報
告

＊
1 
国
名
は
20
09
／
20
10
年
平
均
に
お
け
る
グ
ラ
ン
ト
・
エ
レ
メ
ン
ト
の
高
い
順

＊
2 
債
務
救
済
を
除
く

＊
3 
グ
ラ
ン
ト・
エ
レ
メ
ン
ト（
G.
E.：
Gr
an
t E
lem
en
t）：
援
助
条
件
の
緩
や
か
さ
を
表
示
す
る
た
め
の
指
標
。
商
業
条
件（
金
利
10
%
と
仮
定
し
た
場
合
）の
借

款
を
G.
E.0
%
と
し
、
条
件（
金
利
、
返
済
期
間
、
据
置
期
間
）が
緩
和
さ
れ
る
に
従
っ
て
G.
E. 
の
%
が
高
く
な
り
、
贈
与
の
場
合
は
こ
れ
が
10
0%
と
な
る

＊
4 
％
の
数
値
は
、
小
数
点
以
下
第
2位
で
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
、
同
一
値
で
順
位
の
異
な
る
場
合
が
あ
る

 
（
約
束
額
ベ
ー
ス
、
単
位
：
%
）

国
　
　
　
　
名

ア
ン
タ
イ
ド

部
分
ア
ン
タ
イ
ド

タ
イ
ド

20
10
年

20
09
年

20
10
年

20
09
年

20
10
年

20
09
年

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

10
0.
0

10
0.
0

ー
ー

ー
ー

英
国

10
0.
0

10
0.
0

ー
ー

ー
ー

ノ
ル
ウ
ェ
ー

10
0.
0

10
0.
0

ー
ー

ー
0.
0

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

10
0.
0

99
.9

ー
ー

ー
0.
1

カ
ナ
ダ

99
.3

98
.3

ー
0.
0

0.
7

1.
7

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

99
.0

10
0.
0

ー
ー

1.
0

ー
フ
ラ
ン
ス

96
.6

89
.5

ー
ー

3.
4

10
.5

ド
イ
ツ

96
.0

97
.1

ー
ー

4.
0

2.
9

日
本

93
.7

94
.8

3.
4

ー
2.
9

5.
2

デ
ン
マ
ー
ク

93
.5

96
.6

ー
ー

6.
5

3.
4

ベ
ル
ギ
ー

93
.2

95
.5

ー
ー

6.
8

4.
5

オ
ラ
ン
ダ

93
.2

80
.8

ー
ー

6.
8

19
.2

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

89
.4

90
.1

ー
ー

10
.6

9.
9

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

84
.3

90
.3

ー
ー

15
.7

9.
7

ス
ペ
イ
ン

76
.2

76
.6

16
.6

3.
7

7.
3

19
.7

ス
イ
ス

74
.0

99
.2

ー
ー

26
.0

0.
8

米
国

69
.5

69
.8

ー
ー

30
.5

30
.2

オ
ー
ス
ト
リ
ア

67
.7

55
.2

ー
ー

32
.3

44
.8

ギ
リ
シ
ャ

62
.2

49
.8

0.
0

0.
1

37
.8

50
.1

イ
タ
リ
ア

58
.5

56
.2

1.
0

0.
5

40
.5

43
.2

韓
国

35
.7

48
.4

ー
ー

64
.3

51
.6

ポ
ル
ト
ガ
ル

32
.9

28
.1

ー
ー

67
.1

71
.9

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ー
90
.8

ー
ー

ー
9.
2

D
AC
諸
国
平
均

83
.6

84
.5

1.
3

0.
2

15
.1

15
.4

出
典
：
D
AC
統
計（
D
AC
 S
ta
tis
tic
s o
n 
O
EC
D
.S
TA
T）

＊
1　
ア
ン
タ
イ
ド
：
実
施
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
必
要
な
資
機
材
な
ど
の
調

達
先
を
援
助
供
与
国
に
限
定
し
な
い
資
金
協
力

＊
2　
タ
イ
ド
：
実
施
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
必
要
な
資
機
材
な
ど
の
調
達
先

を
援
助
供
与
国
に
限
定
す
る
資
金
協
力

＊
3　
国
名
は
ア
ン
タ
イ
ド
の
比
率
の
高
い
順

＊
4　
四
捨
五
入
の
関
係
上
、
合
計
が
10
0%
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る

＊
5　
技
術
協
力
お
よ
び
行
政
経
費
を
除
く

D
A
C
諸
国
の
グ
ラ
ン
ト
・
エ
レ
メ
ン
ト

図
表
 IV
-2
9

D
A
C
諸
国
の
二
国
間
政
府
開
発
援
助
の
タ
イ
イ
ン
グ
・
ス
テ
イ
タ
ス

図
表
 IV
-3
0

第 IV 部 参 考

24
2　

　
20
12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書

援 助 の 量 的 側 面 か ら の 比 較

支
出
純
額
ベ
ー
ス

日
本

米
国

英
国

フ
ラ
ン
ス
ド
イ
ツ
イ
タ
リ
ア
カ
ナ
ダ

D
AC
計

政
府
開
発
援
助
実
績
総
額（
億
ド
ル
）

 
20
10
年

11
0.
2
30
3.
5
13
0.
5
12
9.
2
12
9.
9

30
.0

52
.1
1,
28
4.
7

 
20
11
年

10
8.
3
30
9.
2
13
8.
3
13
0.
0
14
0.
9

43
.3

54
.6

1,
34
0.
4

対
G
N
I比（
％
） 
20
10
年

0.
20

0.
21

0.
57

0.
50

0.
39

0.
15

0.
34

0.
32

 
20
11
年

0.
18

0.
20

0.
56

0.
46

0.
39

0.
20

0.
32

0.
31

D
AC
諸
国
全
体
に
占
め
る
割
合（
20
11
年
、
％
）

8.
1

23
.1

10
.3

9.
7

10
.5

3.
2

4.
1

10
0.
0

対
前
年
伸
び
率（
20
10
年
→
20
11
年
、
％
）

-1
.7

1.
9

6.
0

0.
6

8.
5

44
.4

4.
8

4.
3

20
10
年
の
約
束
額（
債
務
救
済
を
含
む
）（
億
ド
ル
）

21
7.
6
37
1.
3

92
.8

15
7.
1
16
5.
2

34
.8

49
.5

1,
51
8.
5

多
国
間
援
助
の
割
合（
20
09
年
～
20
10
年
平
均
、％
）

34
.0

12
.5

36
.7

41
.3

39
.6

74
.0

23
.3

29
.7

配
分

（
20
09
年
～
20
10
年
平
均
、％
）

対
LD
Cs

（
後
開
発
途
上
国
）

47
.5

46
.7

50
.9

34
.2

40
.0

46
.8

63
.6

46
.6

対
LI
Cs

（
低
所
得
国
）

27
.6

15
.1

18
.4

16
.3

12
.8

11
.0

15
.2

16
.0

援 助 の 質 的 側 面 か ら の 比 較

約
束
額
ベ
ー
ス（
単
位
：
％
）

政
府
開
発
援
助
全
体
の
グ
ラ
ン
ト・
エ
レ
メ
ン
ト

87
.6

10
0.
0
10
0.
0

86
.1

91
.0

99
.0

10
0.
0

95
.4

（
20
09
年
～
20
10
年
平
均
、
債
務
救
済
を
除
く
）

二
国
間
借
款
の
グ
ラ
ン
ト・
エ
レ
メ
ン
ト

87
.9

65
.7

ー
47
.7

ー
74
.1

ー
87
.4

（
20
09
年
～
20
10
年
平
均
、
債
務
救
済
を
除
く
）

二
国
間
O
D
Aの
対
LD
Cs
グ
ラ
ン
ト・
エ
レ
メ
ン
ト

96
.9

10
0.
0
10
0.
0

93
.1

10
0.
0
10
0.
0
10
0.
0

99
.1

（
20
09
年
～
20
10
年
平
均
、
債
務
救
済
を
除
く
）

政
府
開
発
援
助
全
体
の
贈
与
比
率

52
.3

10
0.
0

95
.1

67
.6

81
.0

95
.4

10
0.
0

86
.3

（
20
09
年
～
20
10
年
平
均
、
債
務
救
済
を
除
く
）

二
国
間
政
府
開
発
援
助
の
贈
与
比
率

40
.9

10
0.
0

92
.3

57
.8

69
.5

81
.7

10
0.
0

82
.3

（
20
09
年
～
20
10
年
平
均
、
債
務
救
済
を
除
く
）

二
国
間
政
府
開
発
援
助
の

タ
イ
イ
ン
グ
・
ス
テ
イ
タ
ス

（
20
10
年
）（
＊
）

ア
ン
タ
イ
ド

93
.7

69
.5

10
0.
0

96
.6

96
.0

58
.5

99
.3

83
.6

部
分
ア
ン
タ
イ
ド

3.
4

－
－

－
－

1.
0

－
1.
3

タ
イ
ド

2.
9

30
.5

－
3.
4

4.
0

40
.5

0.
7

15
.1

出
典
：
D
AC
議
長
報
告
、
D
AC
統
計（
D
AC
 st
at
ist
ic
s o
n 
O
EC
D
.S
TA
T）

＊
　
二
国
間
政
府
開
発
援
助
の
タ
イ
イ
ン
グ
・
ス
テ
イ
タ
ス
は
技
術
協
力
お
よ
び
行
政
経
費
を
除
く

 
（
約
束
額
ベ
ー
ス
、
単
位
：
％
）

国
名

分
野

日
本

米
国

英
国

フ
ラ
ン
ス
ド
イ
ツ
イ
タ
リ
ア
カ
ナ
ダ

D
AC
平
均

社
会
イ
ン
フ
ラ（
教
育
、
保
健
、
上
下
水
道
等
）

22
.5

48
.2

43
.7

29
.3

39
.6

33
.0

40
.8

37
.5

経
済
イ
ン
フ
ラ（
輸
送
、
通
信
、
電
力
等
）

48
.0

10
.3

8.
1

8.
8

34
.1

6.
5

3.
0

17
.2

農
業
分
野（
農
業
、
林
業
、
漁
業
等
）

4.
2

6.
2

1.
8

3.
9

4.
2

4.
0

12
.9

5.
6

工
業
等
そ
の
他
生
産
分
野（
鉱
業
、
環
境
等
）

10
.6

7.
4

21
.8

27
.0

10
.9

14
.3

11
.1

14
.7

緊
急
援
助（
人
道
支
援
、
食
糧
援
助
等
）

4.
1

16
.8

6.
8

0.
5

3.
4

7.
5

13
.4

8.
7

プ
ロ
グ
ラ
ム
援
助
等（
債
務
救
済
、行
政
経
費
等
）

10
.6

11
.1

17
.7

30
.5

7.
8

34
.8

18
.8

16
.2

合
　
　
　
計

10
0.
0 

10
0.
0 

10
0.
0 

10
0.
0 

10
0.
0 

10
0.
0 

10
0.
0 

10
0.
0 

出
典
：
D
AC
統
計（
D
AC
 S
ta
tis
tic
s o
n 
O
EC
D
.S
TA
T）

＊
1　
四
捨
五
入
の
関
係
上
、
各
分
野
の
計
が
10
0％
と
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る

＊
2　
東
欧
お
よ
び
卒
業
国
向
け
援
助
を
除
く

主
要
D
A
C
加
盟
国
の
政
府
開
発
援
助
の
比
較

図
表
 IV
-3
1

主
要
D
A
C
加
盟
国
の
二
国
間
政
府
開
発
援
助
の
分
野
別
配
分（
20
10
年
）

図
表
 IV
-3
2

出典：外務省「2012年版政府開発援助（ODA）白書・諸外国の政府開発援助」

出
典

：
外

務
省「

20
12

年
版

政
府

開
発

援
助（

O
D
A
）白

書
・

諸
外

国
の

政
府

開
発

援
助

」

33



20
12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書
　
　
24

3

参
考
　
諸
外
国
の
政
府
開
発
援
助

第
1
節
 D
A
C
諸
国
の
政
府
開
発
援
助
実
績

 
（
支
出
純
額
ベ
ー
ス
、
2か
年
平
均
、
単
位
：
％
）

暦
年

国
名

20
04
/2
00
5年

平
均

20
05
/2
00
6年

平
均

20
06
/2
00
7年

平
均

20
07
/2
00
8年

平
均

20
08
/2
00
9年

平
均

20
09
/2
01
0年

平
均

日
本

26
.1

27
.3

30
.8

27
.2

31
.8

34
.0

米
国

12
.2

9.
2

11
.6

12
.2

12
.0

12
.5

英
国

27
.6

27
.2

35
.7

39
.5

35
.4

36
.7

フ
ラ
ン
ス

30
.8

26
.5

30
.8

37
.8

41
.1

41
.3

ド
イ
ツ

36
.0

29
.4

34
.1

35
.2

38
.0

39
.6

イ
タ
リ
ア

60
.6

51
.1

57
.0

64
.8

66
.7

74
.0

カ
ナ
ダ

24
.1

27
.9

26
.8

26
.5

26
.0

23
.3

D
AC
平
均

26
.7

24
.7

27
.9

29
.2

29
.5

29
.7

出
典
：
D
AC
統
計（
D
AC
 S
ta
tis
tic
s o
n 
O
EC
D
.S
TA
T）

主
要
D
A
C
加
盟
国
の
政
府
開
発
援
助
総
額
に
占
め
る
国
際
機
関
に
対
す
る
拠
出
額
の
割
合

図
表
 IV
-3
3

第 IV 部 参 考

24
4　

　
20
12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書

 
（
支
出
純
額
ベ
ー
ス
、
単
位
：
百
万
ド
ル
、
％
）

国
　
　
　
　
名

政
府
開
発
援
助

そ
の
他
政
府

資
金

N
GO
贈
与

民
間
資
金

総
計

対
GN
I比
（
％
）

米
国

30
,3
53

5
22
,7
86

16
1,
23
4

21
4,
37
8

1.
46

英
国

13
,0
53

-1
9

35
2

12
,2
46

25
,6
32

1.
12

ド
イ
ツ

12
,9
85

-4
08

1,
46
4

27
,5
95

41
,6
37

1.
24

フ
ラ
ン
ス

12
,9
15

-5
73

ー
22
,8
56

35
,1
98

1.
35

日
本

11
,0
21

3,
66
2

69
2

32
,8
37

48
,2
13

0.
86

オ
ラ
ン
ダ

6,
35
7

ー
65
7

5,
99
9

13
,0
13

1.
67

ス
ペ
イ
ン

5,
94
9

ー
ー

4,
39
1

10
,3
40

0.
74

カ
ナ
ダ

5,
20
9

1,
35
1

1,
95
3

14
,1
24

22
,6
36

1.
46

ノ
ル
ウ
ェ
ー

4,
58
0

1
ー

1,
50
4

6,
08
4

1.
46

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

4,
53
3

0
22
1

37
2

5,
12
7

1.
10

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

3,
82
6

26
6

92
8

9,
51
1

14
,5
31

1.
23

ベ
ル
ギ
ー

3,
00
4

-1
5

37
7

4,
53
0

7,
89
6

1.
68

イ
タ
リ
ア

2,
99
6

-1
51

15
0

6,
61
2

9,
60
8

0.
47

デ
ン
マ
ー
ク

2,
87
1

-3
4

17
8

1,
77
9

4,
79
4

1.
52

ス
イ
ス

2,
30
0

ー
41
4

19
,2
55

21
,9
68

3.
86

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

1,
33
3

43
14

2,
92
2

4,
31
2

1.
78

オ
ー
ス
ト
リ
ア

1,
20
8

-1
54

16
7

3,
60
9

4,
83
0

1.
29

韓
国

1,
17
4

1,
89
5

49
8,
71
6

11
,8
34

1.
17

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

89
5

ー
30
0

1,
50
0

2,
69
5

1.
57

ポ
ル
ト
ガ
ル

64
9

ー
5

-4
92

16
2

0.
07

ギ
リ
シ
ャ

50
8

ー
10

24
3

76
1

0.
26

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

40
3

ー
9

ー
41
1

1.
07

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

34
2

8
49

26
42
6

0.
32

D
AC
諸
国
計

12
8,
46
6

5,
87
8

30
,7
75

34
1,
36
8

50
6,
48
7

1.
26

出
典
：
D
AC
統
計（
D
AC
 S
ta
tis
tic
s o
n 
O
EC
D
.S
TA
T）

＊
1　
国
名
は
政
府
開
発
援
助
実
績（
支
出
純
額
ベ
ー
ス
）の
順

＊
2　
四
捨
五
入
の
関
係
上
、
合
計
が
総
計
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
る

＊
3　
東
欧
お
よ
び
卒
業
国
向
け
援
助
を
除
く

＊
4　
マ
イ
ナ
ス
は
貸
付
な
ど
の
回
収
額
が
供
与
額
を
上
回
っ
た
こ
と
を
示
す

＊
5　
「
0」
は「
1」
に
満
た
な
い
実
績
を
示
す

D
A
C
諸
国
の
開
発
途
上
国
へ
の
資
金
の
流
れ（
20
10
年
）

図
表
 IV
-3
4

D
A
C
諸
国
の
開
発
途
上
国
へ
の
資
金
の
流
れ

第
2節

出
典
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外

務
省「
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12

年
版

政
府
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参
考
　
諸
外
国
の
政
府
開
発
援
助

第
2
節
 D
A
C
諸
国
の
開
発
途
上
国
へ
の
資
金
の
流
れ

区　分
NGO自己資金
（百万ドル）

政府開発援助実績
（百万ドル）

NGO自己資金に対する政
府開発援助実績の比率

対NGO政府補助金
（百万ドル）

政府開発援助に占める
NGO補助金（％）

国民1人当たりのNGO
援助実績（ドル）

NGO援助実績に占める
政府補助金（％）

暦年
国名 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

日本 692 533 11,021 9,467 1： 15.9 1： 17.7 141 123 1.3 1.3 6.5 5.1 16.9 18.8
アイルランド 300 182 895 1,006 1： 3.0 1： 5.5 93 118 10.4 11.7 85.8 67.3 23.6 39.2
イタリア 150 162 2,996 3,297 1： 19.9 1： 20.3 15 0 0.5 0.0 2.7 2.7 9.0 0.1
オーストラリア 928 ー 3,826 2,762 1： 4.1  ー 92 3 2.4 0.1 45.7 0.1 9.0 100.0
オーストリア 167 140 1,208 1,142 1： 7.2 1： 8.2 0 1 0.0 0.1 20.0 16.8 0.2 0.7
オランダ 657 542 6,357 6,426 1： 9.7 1： 11.9 135 887 2.1 13.8 48.0 86.2 17.0 62.1
カナダ 1,953 1,338 5,209 4,000 1： 2.7 1： 3.0 24 26 0.5 0.7 58.0 40.1 1.2 1.9
ギリシャ 10 2 508 607 1： 48.8 1： 311.4 ー 0 ー 0.0 0.9 0.2 ー 1.0
スイス 414 357 2,300 2,310 1： 5.6 1： 6.5 88 69 3.8 3.0 66.6 54.8 17.5 16.3
スウェーデン 221 74 4,533 4,548 1： 20.5 1： 61.2 104 210 2.3 4.6 36.1 30.4 31.9 73.9
スペイン ー ー 5,949 6,584  ー  ー 34 9 0.6 0.1 0.7 0.2 100.0 100.0
デンマーク 178 116 2,871 2,810 1： 16.1 1： 24.3 135 202 4.7 7.2 56.2 57.5 43.1 63.6
ドイツ 1,464 1,369 12,985 12,079 1： 8.9 1： 8.8 ー ー ー ー 17.9 16.7 ー ー
ニュージーランド 49 46 342 309 1： 6.9 1： 6.7 8 18 2.4 6.0 13.2 14.9 14.3 28.6
ノルウェー ー ー 4,580 4,081  ー  ー 225 ー 4.9 ー 45.6 ー 100.0 ー
フィンランド 14 17 1,333 1,290 1： 97.2 1： 74.7 3 1 0.2 0.1 3.1 3.5 18.0 6.6
フランス ー ー 12,915 12,602  ー  ー 12 21 0.1 0.2 0.2 0.3 100.0 100.0
ベルギー 377 377 3,004 2,610 1： 8.0 1： 6.9 185 179 6.2 6.9 51.8 51.5 32.9 32.2
ポルトガル 5 4 649 513 1： 131.6 1： 114.2 0 0 0.0 0.0 0.5 0.4 5.4 2.4
ルクセンブルク 9 13 403 415 1： 45.8 1： 32.1 6 5 1.4 1.3 28.6 37.4 39.6 29.7
英国 352 329 13,053 11,283 1： 37.1 1： 34.3 269 248 2.1 2.2 10.0 9.5 43.3 43.0
韓国 49 156 1,174 816 1： 23.9 1： 5.2 1 7 0.0 0.9 1.0 3.3 1.1 4.5
米国 22,786 16,288 30,353 28,831 1： 1.3 1： 1.8 ー ー ー ー 73.7 53.1 ー ー
DAC計（平均） 30,775 22,047 128,466 119,787 1： 4.2 1： 5.4 1,568 2,130 1.2 1.8 33.8 25.4 4.8 8.8

出典：DAC議長報告
＊1　政府開発援助実績は支出純額ベース
＊2　NGO援助実績＝NGO自己資金＋対NGO政府補助金
＊3　「0」は「1」に満たない実績を示す

DAC諸国のNGOによる援助実績図表 IV-35
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 （2011年実績に適用）

後発開発途上国（LDCs）
（48か国）

LDCsでない低所得国（LICs）
1人当たりGNI
＄1,005以下

LDCsでない低中所得国（LMICs）
1人当たりGNI

＄1,006～＄3,975以下

高中所得国（UMICs）
1人当たりGNI

＄3,976～＄12,275以下
アフガニスタン トーゴ 北朝鮮 アルメニア パラグアイ アゼルバイジャン チリ
アンゴラ ニジェール キルギス イラク パレスチナ自治区 アルゼンチン ドミニカ国
イエメン ネパール ケニア インド フィリピン アルジェリア ドミニカ共和国
ウガンダ ハイチ ジンバブエ インドネシア フィジー アルバニア トルコ
エチオピア バヌアツ タジキスタン ウクライナ ベトナム アンギラ ナウル
エリトリア バングラデシュ 南スーダン ウズベキスタン ベリーズ アンティグア･バーブーダ ナミビア
ガンビア 東ティモール エジプト ボリビア イラン ニウエ
カンボジア ブータン エルサルバドル ホンジュラス ウルグアイ パナマ
ギニア ブルキナファソ ガーナ マーシャル エクアドル パラオ
ギニアビサウ ブルンジ カーボヴェルデ ミクロネシア連邦 カザフスタン ブラジル
キリバス ベナン ガイアナ モルドバ ガボン ベネズエラ
コモロ マダガスカル カメルーン モロッコ キューバ ベラルーシ
コンゴ民主共和国 マラウイ グアテマラ モンゴル クック ペルー
サモア マリ グルジア グレナダ ボスニア･ヘルツェゴビナ
サントメ･プリンシペ ミャンマー コートジボワール コスタリカ ボツワナ
ザンビア モーリタニア コソボ コロンビア マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
シエラレオネ モザンビーク コンゴ共和国 ジャマイカ マレーシア
ジブチ ラオス シリア スリナム メキシコ
スーダン リベリア スリランカ セーシェル モーリシャス
赤道ギニア ルワンダ スワジランド セルビア モルディブ
セネガル レソト トケラウ諸島 セント・ヘレナ モンテネグロ
ソマリア トルクメニスタン セントクリストファー･ネーヴィス モンセラット
ソロモン トンガ セントビンセント リビア
タンザニア ナイジェリア セントルシア ヨルダン
チャド ニカラグア タイ レバノン
中央アフリカ パキスタン 中国 南アフリカ
ツバル パプアニューギニア チュニジア ワリス・フツナ

DAC資料より作成
＊1　GNI値は2010年の数値
＊2　LDCsについては191ページ図表IV-10を参照

DAC援助受取国・地域リスト（2011年）図表 IV-36
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考
　
諸
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助

第
4
節
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D
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地
域
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府
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援
助
実
績

 
（
支
出
純
額
ベ
ー
ス
、
単
位
：
百
万
ド
ル
）

暦
年

供
与
国
・
地
域
名

20
06
年

20
07
年

20
08
年

20
09
年

20
10
年

O
EC
D
加
盟
非
D
AC
諸
国

チ
ェ
コ

16
1

17
9

24
9

21
5

22
8

エ
ス
ト
ニ
ア

14
16

22
18

19
ハ
ン
ガ
リ
ー

14
9

10
3

10
7

11
7

11
4

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

42
48

48
34

29
イ
ス
ラ
エ
ル

90
11
1

13
8

12
4

14
5

ポ
ー
ラ
ン
ド

29
7

36
3

37
2

37
5

37
8

ス
ロ
バ
キ
ア

55
67

92
75

74
ス
ロ
ベ
ニ
ア

44
54

68
71

59
ト
ル
コ

71
4

60
2

78
0

70
7

96
7

ア
ラ
ブ
諸
国

ク
ウ
ェ
ー
ト

15
8

11
0

28
3

22
1

21
1

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

2,
02
5

1,
55
1

4,
97
9

3,
13
4

3,
48
0

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

78
3

2,
42
6

1,
26
6

83
4

41
2

そ
の
他
援
助
国
・
地
域

台
湾

51
3

51
4

43
5

41
1

38
1

ロ
シ
ア

ー
ー

ー
ー

47
2

タ
イ

74
67

17
8

40
10

そ
の
他

63
11
9

25
3

29
6

25
9

合
　
　
計

5,
18
2

6,
32
9

9,
27
1

6,
67
2

7,
23
5

う
ち
、二
国
間

O
EC
D
加
盟
非
D
A
C
諸
国

チ
ェ
コ

78
81

11
7

10
1

79
エ
ス
ト
ニ
ア

2
3

6
4

5
ハ
ン
ガ
リ
ー

84
33

15
30

28
ア
イ
ス
ラ
ン
ド

28
37

36
25

21
イ
ス
ラ
エ
ル

75
96

11
9

10
8

12
8

ポ
ー
ラ
ン
ド

11
9

15
6

84
92

96
ス
ロ
バ
キ
ア

25
28

41
20

20
ス
ロ
ベ
ニ
ア

18
21

29
25

22
ト
ル
コ

64
3

54
5

73
6

66
5

92
0

ア
ラ
ブ
諸
国

ク
ウ
ェ
ー
ト

15
7

10
9

28
2

22
0

21
1

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

1,
98
0

1,
52
6

4
,9
58

2,
92
5

2,
87
0

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

77
9

2,
41
6

1,
25
8

83
4

38
0

そ
の
他
援
助
国
・
地
域

台
湾

49
4

49
5

40
7

40
2

32
6

ロ
シ
ア

ー
ー

ー
ー

30
2

タ
イ

65
61

16
6

35
-4

そ
の
他

24
64

89
96

10
5

合
　
　
計

4,
57
1

5,
67
1

8,
34
3

5,
58
2

5,
50
9

出
典
：
20
10
年
D
AC
議
長
報
告

＊
1　
開
発
途
上
国
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
移
民
に
対
す
る
次
の
支
援
額
を
含
む
：
20
06
年
45
.5
百
万
ド
ル
、
20
07
年
42
.9
百
万
ド
ル
、
20
08
年
43
.6
百
万
ド
ル
、

20
09
年
35
.4
百
万
ド
ル
、
20
10
年
40
.2
百
万
ド
ル

＊
2　
四
捨
五
入
の
関
係
上
、
合
計
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
る

注
：
上
記
の
表
に
は
、
非
O
ED
C加
盟
国
の
中
、
主
要
な
新
興
ド
ナ
ー
に
よ
る
援
助
に
つ
い
て
は
、
情
報
が
開
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
反
映
さ
れ
て
い
な
い

非
D
A
C
諸
国
・
地
域
の
政
府
開
発
援
助
実
績

図
表
 IV
-3
7

非
D
A
C
諸
国・
地
域
の
政
府
開
発
援
助
実
績
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第
２
章
　
日
本
の
政
府
開
発
援
助
の
具
体
的
取
組

第
2
節
 課
題
別
の
取
組

　
カ
リ
ブ
島と
う
し
ょ 嶼
国
で
は
、近
年
の
経
済
発
展
と
人
口
増
加
に
伴
い
廃
棄
物
も
増
加
し
て
お
り
、多
く
の
処
分
場
で
今
後
10
年
以
内
に
残
存
容
量
が
な

く
な
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。こ
の
た
め
、廃
棄
物
管
理
は
カ
リ
ブ
島
嶼
国
の
優
先
課
題
と
し
て
注
目
が
高
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、具
体
的
な
対
策
が

進
む
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。　

　
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
、日
本
、特
に
沖
縄
の
廃
棄
物
管
理
の
技
術・
知
識・
経
験
を
テ
ー
マ
に
し
た
研
修
が
20
09
～
20
11
年
度
に
か
け
、カ
リ

ブ
島
嶼
国
8か
国
の
26
名
に
対
し
て
沖
縄
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。沖
縄
は
カ
リ
ブ
島
嶼
国
と
似
通
っ
た
気
候
条
件
を
有
し
、土
地
や
流
通
が
限
ら
れ

た
島
嶼
で
あ
る
こ
と
か
ら
、リ
サ
イ
ク
ル
対
象
物
の
集
積・
搬
出
に
コ

ス
ト
が
か
か
る
と
い
っ
た
課
題
に
早
く
か
ら
対
応
し
て
い
ま
す
。ま

た
、ビ
ン
を
色
ご
と
に
分
け
る
工
程
を
加
え
る
こ
と
で
異
物
の
混
入

を
減
少
さ
せ
て
一
定
の
品
質
を
保
ち
、リ
サ
イ
ク
ル
の
際
の
価
値
を

高
め
る
な
ど
の
沖
縄
の
取
組
は
、行
政
機
関
と
民
間
が
密
接
に
連

携
し
た
環
境
教
育
と
と
も
に
、研
修
員
に
よ
り
各
国
に
持
ち
帰
ら
れ
、

応
用
可
能
な
事
例
と
し
て
参
考
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、帰
国
し
た
研
修
員
ら
に
よ
り
、研
修
で
作
成
し
た

廃
棄
物
管
理
改
善
事
業
計
画
を
活
用
し
、関
連
省
庁
と
N
G
O
等
の

連
携
に
よ
り
、学
校
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
分
別
容
器
を
設
置
し
分
別
回

収
を
推
進
す
る
、生
ご
み
削
減
の
一
環
で
製
造
を
開
始
し
た
コ
ン
ポ

ス
ト（
堆
肥
）を
公
園
の
緑
化
事
業
に
使
用
す
る
な
ど
、各
国
で
自
立

的
な
活
動
が
展
開
さ
れ
始
め
て
い
ま
す
。

廃
棄
物
管
理
の
研
修
に
て
ご
み
の
質
を
分
析
（
写
真
：
JI
C
A
）

カ
リ
ブ
島
嶼
国
に
お
け
る
持
続
可
能
な
廃
棄
物
管
理

本
邦
研
修（
2
0
0
9
年
～
2
0
1
1
年
度
に
か
け
て
数
回
実
施
）

カ
リ
ブ
広
域

　
環
境
問
題
に
つ
い
て
の
国
際
的
な
議
論
は
19
70
年
代
に
始
ま

り
ま
し
た
。1
99
2
年
の
国
連
環
境
開
発
会
議（
U
N
CE
D
、〔
注
22
〕

地
球
サ
ミ
ッ
ト
）、
20
02
年
の
持
続
可
能
な
開
発
に
関
す
る
世

界
首
脳
会
議（
W
SS
D
）〔
注
23
〕 、
そ
し
て
20
12
年
6
月
の
国
連

持
続
可
能
な
開
発
会
議（
リ
オ
＋
20
）で
の
議
論
を
経
て
、
国

際
的
に
そ
の
重
要
性
が
よ
り
一
層
認
識
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
G
8、
G
20
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
も
、
環
境
・
気
候
変
動

は
繰
り
返
し
主
要
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お

り
、首
脳
間
で
率
直
か
つ
建
設
的
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

環
境
問
題
は
、
未
来
の
人
類
の
繁
栄
の
た
め
に
も
、
国
際
社
会

全
体
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
課
題
で
す
。

3.
 地
球
規
模
課
題
へ
の
取
組

（
１
）環
境
・
気
候
変
動
問
題

＜
 日
本
の
取
組
 ＞

●
環
境
汚
染
対
策

　
日
本
は
環
境
汚
染
対
策
に
関
す
る
多
く
の
知
識
・
経
験
や
技

術
を
蓄
積
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
開
発
途
上
国
の
公
害
問
題
等

を
解
決
す
る
た
め
に
活
用
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
急
速
な
経
済
 

  成
長
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
ア
ジ
ア
諸
国
を
中
心
に
、
都
市
部
で
の

公
害
対
策
や
生
活
環
境
改
善（
大
気
汚
染
対
策
、
水
質
汚
濁
防

止
、廃
棄
物
処
理
な
ど
）へ
の
支
援
を
進
め
て
い
ま
す
。

注
22
　
国
連
環
境
開
発
会
議
 U
N
C
ED
：
U
ni
te
d 
N
at
io
ns
 C
on
fe
re
nc
e 
on
 E
nv
iro
nm
en
t a
nd
 D
ev
el
op
m
en
t

注
23
　
持
続
可
能
な
開
発
に
関
す
る
世
界
首
脳
会
議
 W
SS
D：
W
or
ld
 S
um
m
it 
on
 S
us
ta
in
ab
le
 D
ev
el
op
m
en
t

第 III 部 第 2 章

86
　
20
12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
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注
24
　
条
約
の
締
約
国
会
議
 C
O
P：
C
on
fe
re
nc
e 
of
 P
ar
tie
s

注
25
　
東
ア
ジ
ア
首
脳
会
議
  E
A
S：
Ea
st
 A
si
a 
Su
m
m
it　
EA
S参
加
国
：
A
SE
A
N
10
か
国
、
日
本
、
中
国
、
韓
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
米
国
、
ロ
シ
ア

●
気
候
変
動
問
題

　
気
候
変
動
問
題
は
、
国
境
を
越
え
て
人
間
の
安
全
保
障
を
脅

か
し
ま
す
。
人
類
に
と
っ
て
差
し
迫
っ
た
課
題
で
あ
り
、先
進
国

の
み
な
ら
ず
、
開
発
途
上
国
も
含
め
た
国
際
社
会
の
一
致
団
結

し
た
取
組
の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
20
11
年
末
に
南
ア
フ
リ
カ
・
ダ
ー
バ
ン
で
開
催
さ
れ
た
国
連

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
17
回
締
約
国
会
議（
CO
P1
7）〔

注
24
〕 で

は
、
す
べ
て
の
国
が
参
加
す
る
新
し
い
枠
組
み
の
構
築
に
向
け

て
、日
本
は
建
設
的
な
提
案
を
行
い
、積
極
的
に
議
論
に
貢
献
し

ま
し
た
。そ
の
結
果
、①
将
来
の
枠
組
み
へ
の
道
筋
、②
京
都
議

定
書
＊
第
二
約
束
期
間
の
設
定
に
向
け
た
合
意
、③
緑
の
気
候
基

金
＊
の
設
立
、
④
カ
ン
ク
ン
合
意
＊
の
実
施
の
た
め
の
一
連
の
決

定
、
と
い
う
4
つ
の
大
き
な
成
果
が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。「
緑

の
気
候
基
金
」に
つ
い
て
は
、そ
の
基
本
設
計
が
合
意
さ
れ
、
設

立
に
向
け
て
前
進
し
ま
し
た
。
日
本
は
国
際
協
力
を
通
し
て
地

球
温
暖
化
対
策
に
よ
り
効
果
的
に
取
り
組
む
た
め
、C
O
P1
7
の

際
に
｢世
界
低
炭
素
成
長
ビ
ジ
ョ
ン
｣を
発
表
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
、①
先
進
国
間
の
連
携（
温
室
効
果
ガ
ス
の
さ
ら
な
る
排
出
削

減
に
向
け
た
技
術
革
新
へ
の
取
組
）、
②
途
上
国
と
の
連
携（
低

炭
素
技
術
＊
の
普
及
・
促
進
、
新
た
な
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
構

築
）、
③
途
上
国
支
援（
脆ぜ
い
じ
ゃ
く 弱
国
へ
の
配
慮
）の
3
点
か
ら
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
き
、
日
本
は
最
大
の
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
地
域
で
あ
る
東
ア
ジ
ア
首
脳
会
議（
EA
S）〔
注
25
〕 参
加
国
地

域
に
お
い
て
、低
炭
素
成
長
モ
デ
ル
の
構
築
・
普
及
を
目
指
す
｢

東
ア
ジ
ア
低
炭
素
成
長
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
想
｣を
提
唱
し

20
12
年
4
月
に
｢東
ア
ジ
ア
低
炭
素
成
長
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
 

 対
話
｣を
東
京
で
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
対
話
で
は
、
各
国
の
低

炭
素
成
長
戦
略
策
定
・
実
施
、市
場
・
技
術
の
活
用
、多
様
な
利
害

関
係
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
｢東
ア
ジ
ア
低
炭
素
成
長
ナ

レ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
｣の
構
築
に
つ
い
て
、域
内
で
協
力

し
て
い
く
こ
と
で
合
意
し
ま
し
た
。ま
た
、ア
フ
リ
カ
地
域
に
お

い
て
も
、T
テ
ィ
カ
ッ
ド

IC
AD
の
枠
組
み
で
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
低
炭
素
成

長
に
関
す
る
戦
略
を
策
定
し
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、島と

う
し
ょ 嶼
国
と
の

間
で
は
、｢
島
嶼
国
向
け
気
候
変
動
政
策
対
話
｣を
20
12
年
7
月

に
開
催
し
、
気
候
変
動
お
よ
び
低
炭
素
成
長
に
関
し
て
幅
広
い

意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

　
そ
の
ほ
か
、
日
本
は
20
09
年
12
月
、
気
候
変
動
対
策
に
関

す
る
20
12
年
ま
で
の
途
上
国
支
援
と
し
て
、そ
れ
に
取
り
組
む

途
上
国
や
気
候
変
動
の
影
響
に
対
し
て
脆
弱
な
途
上
国
を
対
象

に
、
約
15
0
億
ド
ル
の
支
援
を
表
明
し
て
お
り
、2
01
2
年
末
ま

で
に
13
2
億
ド
ル
以
上
の
支
援
を
実
施
し
ま
し
た
。さ
ら
に
、途

上
国
の
低
炭
素
成
長
に
貢
献
す
る
仕
組
み
と
し
て
、
｢二
国
間
オ

フ
セ
ッ
ト・
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
｣＊
を
提
唱・
推
進
し
て
い
ま
す
。こ

れ
は
、ク
リ
ー
ン
開
発
メ
カ
ニ
ズ
ム
＊
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、

低
炭
素
技
術
の
提
供
な
ど
に
よ
っ
て
相
手
国
の
温
室
効
果
削
減

に
貢
献
し
、
技
術
を
提
供
し
た
国
の
削
減
目
標
達
成
に
活
用
す

る
制
度
で
す
。日
本
は
早
期
の
運
用
開
始
を
目
指
し
て
、イ
ン
ド

ネ
シ
ア
な
ど
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
間
で
協
議
や
実
証
事
業
を
進

め
て
い
ま
す
。2
01
3
年
1
月
8
日
に
は
、
他
国
に
先
駆
け
て
モ

ン
ゴ
ル
と
本
制
度
を
開
始
す
る
文
書
に
署
名
し
て
お
り
、今
後
は

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
や
必
要
な
支
援
を
進
め
る
一
方
、他
国
と

も
本
制
度
に
関
す
る
協
議
や
実
証
事
業
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

京
都
議
定
書

19
97
年
に
京
都
で
開
催
さ
れ
た
C
O
P3
で
採
択
さ
れ
た
、
温
室
効
果
ガ
ス
の

排
出
削
減
義
務
等
を
定
め
た
法
的
文
書
。
国
連
気
候
変
動
枠
組
条
約
で
規
定

さ
れ
て
い
る
先
進
国
お
よ
び
経
済
移
行
国
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を

19
90
年
と
比
較
し
、
20
08
～
20
12
年
の
5
年
間
で
一
定
数
値
削
減
す
る
こ

と
を
義
務
付
け
た
も
の
。
日
本
は
6％
の
削
減
義
務
を
負
う（
第
一
約
束
期
間
）。

20
13
年
以
降
に
つ
い
て
は
第
二
約
束
期
間
と
呼
び
、
20
11
年
の
C
O
P1
7
で

日
本
は
こ
れ
に
参
加
し
な
い
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

緑
の
気
候
基
金（
G
C
F:
 G
re
en
 C
lim
at
e 
Fu
nd
）

途
上
国
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
の
削
減
や
、
気
候
変
動
の
影
響
に
対
す
る

適
応
策
を
支
援
す
る
た
め
、
C
O
P1
6
で
の「
カ
ン
ク
ン
合
意
」で
設
立
が
合
意
さ

れ
た
新
た
な
基
金
。

カ
ン
ク
ン
合
意

C
O
P1
6で
採
択
さ
れ
た
20
13
年
以
降
の
気
候
変
動
対
策
の
国
際
的
枠
組
み
の

基
礎
と
な
り
得
る
、包
括
的
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
合
意
。工
業
化
以
前
か
ら
の
気

温
上
昇
を
2度
以
内
に
抑
え
る
こ
と
を
呼
び
か
け
る
と
と
も
に
、前
年
の
CO
P1
5に

基
づ
い
て
、各
国
が
提
出
し
た
削
減
目
標・
行
動
を
国
連
文
書
に
と
り
ま
と
め
て
留
意

し
、各
国
の
気
候
変
動
対
策
の
実
施
状
況
の
測
定・
報
告・
検
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
検
討
す
る
こ
と
、ま
た
緑
の
気
候
基
金
を
設
立
す
る
こ
と
な
ど
に
合
意
し
た
。

低
炭
素
技
術

炭
素（
二
酸
化
炭
素
）の
排
出
が
少
な
い
環
境
技
術
。日
本
は
こ
の
分
野
で
優
れ

た
技
術
を
有
し
て
お
り
、こ
れ
を
活
用
し
、高
効
率
な
発
電
所
、持
続
可
能
な
森
林

経
営
、省
エ
ネ・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進・
制
度
整
備
、廃
棄
物
管
理
の
支

援
を
通
じ
て
、二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
削
減
す
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
。

ク
リ
ー
ン
開
発
メ
カ
ニ
ズ
ム

京
都
議
定
書
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
、各
国
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
目
標
を

達
成
す
る
た
め
の
手
段
。途
上
国
で
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
量
等
を
、自
国

の
排
出
削
減
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
制
度
。

二
国
間
オ
フ
セ
ッ
ト
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度

温
室
効
果
ガ
ス
削
減
に
つ
な
が
る
技
術・
製
品・
シ
ス
テ
ム・
サ
ー
ビ
ス・
イ
ン
フ
ラ

等
の
途
上
国
へ
の
提
供
等
を
通
じ
た
、
途
上
国
で
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削

減
・
吸
収
へ
の
日
本
の
貢
献
を
定
量
的
に
評
価
し
、日
本
の
削
減
目
標
達
成
に
活

用
す
る
仕
組
み
。

＊
用
語
解
説

出
典

：
外

務
省「

20
12

年
版

政
府

開
発

援
助（

O
D
A
）白

書
・

地
球

規
模

課
題

へ
の

取
組

」
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章
　
日
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政
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発
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第
2
節
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題
別
の
取
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東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
低
炭
素
成
長
の
実
現
に
向
け
て

気
候
変
動
対
策
に
関
す
る
20
12
年
ま
で
の
途
上
国
支
援（
短
期
支
援
）と
し
て
、東
ア
ジ
ア
地
域
に
10
0
億
ド
ル
以
上
の
支
援
を
実
施

（
20
12
年
10
月
末
時
点
）

防
災
対
策

森
林
対
策

気
候
変
動
の
影
響
に
伴
う
洪
水
や
干
ば
つ
、
台
風
等
自
然
災
害
に
対
処
す

る
た
め
の
能
力
を
強
化

持
続
可
能
な
森
林
利
用
お
よ
び
保
全
の
た
め
、森
林
資
源
の
把
握
、森
林
管

理
計
画
の
策
定
、植
林
等
を
支
援

●
 フ
ィ
リ
ピ
ン
に
て
台
風
被
害
が
深
刻
な
場
所
で
、
洪
水
制
御
施
設
や
道

路
・
橋き
ょ
う
り
ょ
う 梁
等
の
イ
ン
フ
ラ
修
復
や
補
強

●
 カ
ン
ボ
ジ
ア
に
て
洪
水
に
よ
る
浸
水
被
害
の
抑
制
の
た
め
、
排
水
設
備

の
整
備
・
改
善

●
 ベ
ト
ナ
ム
に
て
衛
星
情
報
を
活
用
し
た
気
候
変
動
対
策
の
推
進

●
 カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

に
て
自
然
災
害
対
処
能
力
向
上
支
援

●
 フ
ィ
リ
ピ
ン
に
て
住
民
参
加
型
の
森
林
管
理
計
画
 

●
 ベ
ト
ナ
ム
、
イ
ン
ド
な
ど
で
植
林
計
画
 

●
 カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、
ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
森
林

保
全
計
画
 

カ
ン
ボ
ジ
ア
　
洪
水
に
よ
る
浸
水
被
害
を
抑
制

フ
ィリ
ピ
ン
　
ネ
グ
ロ
ス
島
の
海
岸
。マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
植
林
は
洪
水
対
策
と
な
る

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

太
陽
光・
地
熱・
水
力
な
ど
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
を
促
進

省
エ
ネ
設
備
の
導
入
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、ソ
フ
ト
面
で
の
技
術
協
力
等
を

実
施
。ま
た
、都
市
化
が
進
む
諸
国
で
は
低
炭
素
型
都
市
を
目
指
し
た
協
力
も

実
施

●
 カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
て
太
陽
光
発
電
導
入
 

●
 イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
地
熱
発
電
 

●
 イ
ン
ド
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
公
社
と
の
協
力
 

●
 貿
易
保
険
を
活
用
し
て
官
民
で
協
力
し
て
ベ
ト
ナ
ム
水
力
発
電
建
設
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
 

●
 ベ
ト
ナ
ム
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
等
で
、
省
エ
ネ
法
・
基
準
の
導
入
な
ど
で

の
協
力
 

●
 イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
て
ク
リ
ー
ン
コ
ー
ル
技
術
を
活
用
し
た
石
炭
火
力
発

電
建
設
設
備
の
支
援
 

●
 タ
イ
や
イ
ン
ド
に
て
メ
ト
ロ
の
導
入
に
向
け
た
支
援
（
大
気
汚
染
の
改

善
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
）
 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
　
地
熱
発
電
事
業
の
掘
削
基
地
 

イ
ン
ド
　
デ
リ
ー
メト
ロ
 

日
本
の
取
組
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第
２
章
　
日
本
の
政
府
開
発
援
助
の
具
体
的
取
組

第
2
節
 課
題
別
の
取
組

●
生
物
多
様
性

　
20
10
年
10
月
に
、愛
知
県
名
古
屋
市
に
お
い
て
生
物
多
様

性
条
約
第
10
回
締
約
国
会
議（
C
O
P1
0）
お
よ
び
カ
ル
タ
ヘ

ナ
議
定
書
＊
第
5
回
締
約
国
会
議（
C
O
P-
M
O
P5
）〔
注
26
〕 が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
会
議
で
、
生
物
多
様
性
条
約
を
効
果
的

に
実
施
す
る
た
め
の
20
11
年
以
降
の
世
界
目
標
で
あ
る「
愛

知
目
標（
戦
略
計
画
20
11
-2
02
0）
」＊
、
遺
伝
資
源
へ
の
ア
ク

セ
ス
と
利
益
配
分（
A
BS
）〔注

27
〕 に
つ
い
て
各
締
約
国
が
具
体
的

に
実
施
す
べ
き
措
置
を
規
定
し
た「
名
古
屋
議
定
書
」＊
、
そ
し

て
遺
伝
子
組
換
え
生
物
に
よ
り
生
態
系
に
損
害
が
生
じ
た
場
合

の
責
任
の
範
囲
や
対
応
措
置
を
規
定
し
た「
名
古
屋
・
ク
ア
ラ
ル

ン
プ
ー
ル
補
足
議
定
書
」＊
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、「
愛

知
目
標
」の
達
成
を
目
指
す
開
発
途
上
国
の
取
組
を
支
援
す
る

た
め「
い
の
ち
の
共
生
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」と
し
て
、
20
10
年

か
ら
3
年
間
で
生
物
多
様
性
の
保
全
に
役
立
つ
分
野
に
対
し
、

総
額
20
億
ド
ル
の
支
援
を
発
表
し
ま
し
た
。
な
お
、
日
本
は
、

名
古
屋
議
定
書
の
早
期
発
効
と
効
果
的
な
実
施
を
支
援
す
る
た

め
に
地
球
環
境
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ（
G
EF
）〔注

28
〕 へ
の
名
古
屋
議
定
 

 書
実
施
基
金（
N
PI
F）〔

注
29
〕 の
設
立
を
主
導
し
、
20
11
年
に

10
億
円
を
拠
出
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
、
こ
れ
ら
の
目
標
に
向
か
っ
て
着
実
に
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
に
よ
り
、
生
物
多
様
性
を
保
全
し
、
持
続
可
能
な
利
用

を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
す
。

注
26
　
議
定
書
の
締
約
国
会
議
 M
O
P：
M
ee
tin
g 
of
 th
e 
Pa
rt
ie
s

注
27
　
遺
伝
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
利
益
配
分
 A
BS
：
A
cc
es
s 
an
d 
Be
ne
fit
-S
ha
rin
g 

注
28
　
地
球
環
境
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
 G
EF
：
G
lo
ba
l E
nv
iro
nm
en
t F
ac
ili
ty

注
29
　
名
古
屋
議
定
書
実
施
基
金
 N
PI
F：
N
ag
oy
a 
Pr
ot
oc
ol
 Im
pl
em
en
ta
tio
n 
Fu
nd

苗
木
を
村
に
運
ん
で
植
林
を
す
る
少
年
た
ち
（
写
真
：
飯
塚
明
夫
/J
IC
A
）

生
物
多
様
性

森
林
、
湿
原
、
河
川
、
サ
ン
ゴ
礁
な
ど
、

様
々
な
環
境
が
あ
る
こ
と

動
物
、
植
物
、
細
菌
、
微
生
物
ま
で
、
多
く
の

生
物
種
が
い
る
こ
と

（
地
球
上
の
推
定
生
物
種：
50
0万
～
3,
00
0万
種
）

乾
燥
や
暑
さ
に
強
い
個
体
、
病
気
に
強
い
個
体

な
ど
、
同
じ
種
の
中
で
も
個
体
ご
と
に
違
い
が

あ
る
こ
と

生
物
多
様
性
と
は
、地
球
上
の
た
く
さ
ん
の
生
き
物
と
、そ
れ
ら
が
つ
な
が
っ
て
バ
ラ

ン
ス
が
保
た
れ
て
い
る
生
態
系
、
さ
ら
に
生
物
が
過
去
か
ら
未
来
へ
伝
え
る
遺
伝
子

の
個
性
ま
で
を
含
め
た
生
命
の
豊
か
さ
の
こ
と
を
い
う
。

生
物
の
多
様
性

生
態
系
の
多
様
性

種
間
の
多
様
性

種
内
の
多
様
性

　
生
物
に
国
境
は
な
く
、
世
界
全
体
で
生
物
多
様
性
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、「
生
物
多
様
性
条
約
」が
つ
く

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
目
的
：
①
生
物
多
様
性
の
保
全
、②
生
物
資
源
の
持
続
可
能
な
利
用
、③
遺
伝
資
源
の
利
用
か
ら
生
ず
る
利
益
の

公
平
な
配
分
先
進
国
か
ら
途
上
国
へ
の
経
済
的
・
技
術
的
な
支
援
に
よ
り
、
生
物
多
様
性
の
保
全
と
持
続
可
能
な
利
用
の
た
め
の
取

組
を
行
っ
て
い
ま
す
。

第 III 部 第 2 章

出
典
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外
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年
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O
D
A
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規
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92
　
20
12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書

カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定
書

20
03
年
に
発
効
。
国
境
を
越
え
た
遺
伝
子
組
換
え
生
物
が
自
然
界
に
放
出
さ

れ
て
、
生
物
多
様
性
の
保
全
お
よ
び
持
続
可
能
な
利
用
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
の

を
防
止
す
る
た
め
、
安
全
な
移
送
、
取
扱
い
、
利
用
に
つ
い
て
、
十
分
な
保
護
を

確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
規
定
。

愛
知
目
標（
戦
略
計
画
20
11
-2
02
0）

「
ポ
ス
ト
20
10
年
目
標
」と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
中
長
期
目
標
と
し
て「
20
50
年

ま
で
に
人
と
自
然
の
共
生
の
実
現
」を
、
短
期
目
標
と
し
て
20
20
年
ま
で
に
生

物
多
様
性
の
損
失
を
止
め
る
た
め
の
行
動
を
実
施
す
る
こ
と
を
掲
げ
、「
少
な
く

と
も
陸
域
17
％
、
海
域
10
％
が
管
理
さ
れ
、
か
つ
保
全
さ
れ
る
」な
ど
20
の
個

別
目
標
を
採
択
。

名
古
屋
議
定
書

A
BS
（
遺
伝
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
そ
の
利
用
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
の
配
分
）に

関
す
る
議
定
書
。
遺
伝
資
源（
医
薬
品
や
食
品
の
開
発
に
つ
な
が
る
動
植
物
や
微

生
物
）の
利
用
か
ら
生
じ
る
利
益
を
、資
源
提
供
者
へ
衡
平
に
分
配
す
る
こ
と
を
、

先
進
国
を
中
心
と
す
る
資
源
利
用
者
に
求
め
る
。

名
古
屋
・
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
補
足
議
定
書

遺
伝
子
組
換
え
生
物
の
輸
出
入
に
よ
り
、
生
物
多
様
性
の
保
全
な
ど
へ
悪
影
響

が
生
じ
た
場
合
、「
責
任
と
救
済
」（
誰
が
責
任
を
負
う
の
か
を
特
定
し
、こ
の
責
任

事
業
者
に
対
し
て
損
害
の
防
止
策
や
原
状
回
復
な
ど
の
対
応
措
置
を
求
め
る
こ

と
）を
規
定
。

＊
用
語
解
説

　
ア
フ
リ
カ
中
央
部
に
あ
る
コ
ン
ゴ
盆
地
は
、ア
マ
ゾ
ン
に
次
ぐ
世
界
第
二
位
の
面
積
の
熱
帯
林
が
広
が
る
生
物
多
様
性
に
富
ん
だ
地
域
で
す
。し
か

し
、森
林
伐
採
な
ど
に
よ
る
熱
帯
林
の
減
少
が
懸
念
さ
れ
、こ
の
地
域
の
森
林・
生
態
系
の
保
全
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ガ
ボ
ン
は
コ
ン
ゴ
盆
地
の
中
で
も
特
に
高
い
森
林
率
を
有
し
、生
物
多
様
性
が
高
く
、固
有
種
が
多
く
生
息
す
る
地
域
で
す
。ガ
ボ
ン
政
府
は
、自
国

の
持
つ
豊
か
な
生
態
系
を
守
る
た
め
、国
土
面
積
の
10
%
以
上
を
占
め
る
地
域
を
13
の
国
立
公
園
と
し
て
指
定
し
、エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
導
入
な
ど
の

取
組
を
進
め
て
い
ま
す
。し
か
し
、保
全
活
動
に
必
要
な
熱
帯
林
生
態
系
に
つ
い
て
の
科
学
的

デ
ー
タ
が
十
分
に
収
集・
分
析
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
日
本
は
、京
都
大
学
を
日
本
側
の
研
究
代
表
機
関
と
し
て
、同
大
学
と
も
長
年
研
究
協
力
を

行
っ
て
い
る
ガ
ボ
ン
国
立
熱
帯
生
態
研
究
所
と
共
に
、ゾ
ウ
や
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
、ゴ
リ
ラ
、チ
ン
パ
ン

ジ
ー
な
ど
大
型
ほ
乳
類
が
生
息
す
る
、同
国
南
部
の
ム
カ
ラ
バ・
ド
ゥド
ゥ
国
立
公
園
で
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
クト
で
は
、生
息
す
る
動
植
物
の
種
類
や
現
存
量
を
調
査
し
、科
学
的

デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
生
物
多
様
性
の
保
全
、人
と
野
生
生
物
の
接
触
に
よ
り
発
生
す
る
人
獣
共
通

感
染
症
の
予
防
、持
続
可
能
な
方
法
に
よ
る
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
促
進
な
ど
を
目
標
と
し
た
支
援

を
行
い
、ガ
ボ
ン
政
府
に
よ
る
生
物
多
様
性
保
全
の
取
組
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。 （2
01
2年
12
月
時
点
）

研
究
者
の
キ
ャ
ン
プ
サ
イト
に
現
れ
た
ゴ
リ
ラ
（
写
真
：
JI
C
A
）

野
生
生
物
と
人
間
の
共
生
を
通
じ
た
熱
帯
林
の
生
物
多
様
性
保
全

S
A
T
R
E
P
S〔
注
30
〕 　
地
球
規
模
課
題
対
応
国
際
科
学
技
術
協
力（
2
0
0
9
年
9
月
～
実
施
中
）

ガ
ボ
ン

　
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
乾
燥
地・
半
乾
燥
地
に
育
成
す
る
オ
リ
ー
ブ
、ブ
ド
ウ
、お
よ
び
薬
効
植
物
等
に

は
、極
度
の
乾
燥
な
ど
の
過
酷
な
環
境
を
生
き
抜
く
た
め
の
機
能
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の

植
物
の
中
に
は
、ユ
ニ
ー
ク
な
薬
用
機
能
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、現
地
の
食
文
化
や
民
間

伝
承
で
分
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、現
地
で
は
機
材
も
乏
し
く
、機
能
の
科
学
的
な
研
究
は
行
わ
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、こ
れ
ら
の
植
物
の
機
能
解
析
と
有
効
利
用
の
た
め
の

研
究
開
発
を
行
い
、こ
れ
を
科
学
的
に
裏
付
け
る
デ
ー
タ
を
、次
々
と
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
日
本
は
、筑
波
大
学・
北
ア
フ
リ
カ
研
究
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
、チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
各
研
究
機
関
と
共

同
で
、機
能
解
析
や
食
品・
医
薬
品
開
発
の
可
能
性
検
証
だ
け
で
な
く
、チ
ュ
ニ
ジ
ア
国
内
の
植
物

遺
伝
資
源
の
保
全
に
つ
な
が
る
研
究
活
動
も
同
時
に
進
め
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
植
物
に
含
ま
れ

る
機
能
成
分
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
で
、将
来
、が
ん
、動
脈
硬
化
、ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
予
防
、ア
レ

ル
ギ
ー
抑
制
、美
白
、肥
満
防
止
な
ど
に
効
果
の
あ
る
機
能
性
食
品・
薬
用
化
粧
品・
医
薬
品
の
開

発
に
結
び
つ
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。ま
た
、研
究
結
果
を
基
に
機
能
性
の
高
い
医
薬
品
や
健
康

食
品
の
生
産
開
発
に
利
用
で
き
れ
ば
、生
産
者
や
加
工
業
者
の
収
入
向
上
に
貢
献
す
る
こ
と
も
可

能
と
な
り
ま
す
。 （
20
12
年
12
月
時
点
）

国
立
乾
燥
地
研
究
所
に
て
現
地
薬
効
植
物
を
調
査

（
写
真
：
JI
C
A
）

乾
燥
地
生
物
資
源
の
機
能
解
析
と
有
効
利
用

S
A
T
R
E
P
S
（
2
0
1
0
年
5
月
～
実
施
中
）

チ
ュ
ニ
ジ
ア

注
30
　
地
球
規
模
課
題
対
応
国
際
科
学
技
術
協
力
 S
A
TR
EP
S：
 Sc
ie
nc
e 
an
d 
Te
ch
no
lo
gy
 R
es
ea
rc
h 
Pa
rt
ne
rs
hi
p 
fo
r S
us
ta
in
ab
le
 D
ev
el
op
m
en
t 

20
12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書
　
　
93

第
２
章
　
日
本
の
政
府
開
発
援
助
の
具
体
的
取
組

第
2
節
 課
題
別
の
取
組

　
HI
V
/エ
イ
ズ
、
結
核
、
マ
ラ
リ
ア
な
ど
の
感
染
症
は
、
個
人

の
健
康
の
み
な
ら
ず
、
開
発
途
上
国
の
経
済
社
会
発
展
に
影
響

を
与
え
る
深
刻
な
問
題
で
す
。
HI
V
/エ
イ
ズ
と
結
核
に
同
時

に
感
染
す
る
重
複
感
染
や
、
従
来
の
薬
が
治
療
効
果
を
持
た
な

い
多
剤
耐
性
・
超
多
剤
耐
性
の
結
核
な
ど
の
発
生
で
、
よ
り
深

刻
さ
を
増
し
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
問
題
で
す
。
ま
た
、
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
結
核
、
マ
ラ
リ
ア
な
ど
の
新
興
・
再
興
感

染
症
＊
へ
の
対
策
や
最
終
段
階
に
あ
る
ポ
リ
オ
根
絶
に
向
け
た

取
組
を
強
化
す
る
こ
と
も
引
き
続
き
国
際
的
な
課
題
で
す
。

　
さ
ら
に
、シ
ャ
ー
ガ
ス
病
、フ
ィ
ラ
リ
ア
症
、住
血
吸
虫
症
な

ど
の「
顧
み
ら
れ
な
い
熱
帯
病
」＊
に
は
、
世
界
全
体
で
約
10
億

人
が
感
染
し
て
お
り
、〔
注
31
〕 開
発
途
上
国
に
多
大
な
社
会
的
・

経
済
的
損
失
を
与
え
て
い
ま
す
。
感
染
症
は
国
境
を
越
え
て
影

響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
国
際
社
会
が
一
丸
と
な
っ
て
対
応
す

る
必
要
が
あ
り
、
日
本
も
関
係
国
や
国
際
機
関
と
密
接
に
連
携

し
て
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

（
2）
感
染
症

注
31
　（
出
典
）
W
HO
 “
10
 fa
ct
s 
on
 n
eg
le
ct
ed
 tr
op
ic
al
 d
is
ea
se
s”
　
ht
tp
:/
/w
w
w
.w
ho
.in
t/
fe
at
ur
es
/f
ac
tfi
le
s/
ne
gl
ec
te
d_
tr
op
ic
al
_d
is
ea
se
s/
en
/i
nd
ex
.h
tm
l

注
32
　
ス
ト
ッ
プ
結
核
世
界
計
画
 G
lo
ba
l P
la
n 
to
 S
to
p 
TB
 2
00
6-
20
15

＜
 日
本
の
取
組
 ＞

●
三
大
感
染
症（
HI
V
/エ
イ
ズ
、結
核
、マ
ラ
リ
ア
）

　
日
本
は「
世
界
エ
イ
ズ
・
結
核
・
マ
ラ
リ
ア
対
策
基
金（
世
界
基

金
）」
を
通
じ
た
支
援
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
世
界
基
金
は

20
00
年
G
8
九
州
・
沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
で
、感
染
症
の
対
策
を
初

め
て
議
論
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
設
立
さ
れ
た
、
三
大
感
染
症

対
策
の
資
金
を
提
供
す
る
機
関
で
す
。
日
本
は
同
基
金
の
生
み

の
親
と
し
て
、
20
02
年
の
設
立
時
か
ら
資
金
支
援
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。2
01
0年
9月
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標（
M
D
G
s）

国
連
首
脳
会
合
に
お
い
て
、
日
本
は
世
界
基
金
に
対
し
て
当
面

最
大
8
億
ド
ル
を
拠
出
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
さ
ら
に
世
界
基

金
設
立
10
周
年
を
迎
え
た
20
12
年
1
月
に
は
、ダ
ボ
ス
会
議

（
ス
イ
ス
の
ダ
ボ
ス
で
開
催
さ
れ
る
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
）に

お
い
て
、
世
界
基
金
に
対
す
る
支
援
を
引
き
続
き
行
う
こ
と
を

改
め
て
表
明
し
ま
し
た
。
日
本
は
世
界
基
金
設
立
か
ら
20
12

年
7
月
ま
で
に
約
16
億
ド
ル
を
拠
出
し
ま
し
た
。
こ
の
支
援

に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
に
救
わ
れ
た
命
は
65
0
万
人
以
上
と
推
計

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
世
界
基
金
の
支
援
を
受
け
て
い
る
開

発
途
上
国
に
お
い
て
、
三
大
感
染
症
へ
の
対
策
が
効
果
的
に
実

施
さ
れ
る
よ
う
、
二
国
間
支
援
で
も
補
完
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
保
健
シ
ス
テ
ム
の
強
化
や
母
子
保
健
の
た
め
の
施
策

と
も
相
互
に
連
携
を
強
め
る
よ
う
努
力
し
て
い
ま
す
。

　
二
国
間
援
助
を
通
じ
た
HI
V
/エ
イ
ズ
対
策
と
し
て
、
日
本

は
新
規
感
染
予
防
の
た
め
の
知
識
を
広
め
、啓
発
・
検
査
・
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
を
普
及
し
、H
IV
/エ
イ
ズ
治
療
薬
の
配
布
シ
ス
テ

ム
を
強
化
す
る
支
援
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
特
に
予
防
に
つ

い
て
よ
り
多
く
の
人
に
知
識
や
理
解
を
広
め
る
こ
と
や
、
感
染

者
・
患
者
の
ケ
ア
・
サ
ポ
ー
ト
な
ど
に
は
、ア
フ
リ
カ
を
中
心
に

「
エ
イ
ズ
対
策
隊
員
」と
呼
ば
れ
る
青
年
海
外
協
力
隊
が
精
力
的

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
結
核
に
関
し
て
は
、「
ス
ト
ッ
プ
結
核
世
界
計
画
20
06
-

20
15
年
」〔
注
32
〕 に
基
づ
き
、世
界
保
健
機
関（
W
HO
）が
指
定

す
る
結
核
対
策
を
重
点
的
に
進
め
る
国
や
、
蔓ま
ん
え
ん 延
状
況
が
深
刻

な
国
に
対
し
て
、感
染
の
予
防
、早
期
の
発
見
、診
断
と
治
療
の

継
続
と
い
っ
た
一
連
の
結
核
対
策
、
さ
ら
に
HI
V
/エ
イ
ズ
と

結
核
の
重
複
感
染
へ
の
対
策
を
促
進
し
て
き
ま
し
た
。
20
08

年
7
月
に
外
務
省
と
厚
生
労
働
省
は
、
JI
C
A
、
財
団
法
人
結
核

予
防
会
、ス
ト
ッ
プ
結
核
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
日
本
と
共
に「
ス

ト
ッ
プ
結
核
ジ
ャ
パ
ン
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」を
発
表
し
、
日

本
が
自
国
の
結
核
対
策
で
培
っ
た
経
験
や
技
術
を
活
か
し
、
官

民
が
連
携
し
て
、
世
界
の
年
間
結
核
死
者
数
の
1
割（
20
06
年

の
基
準
で
16
万
人
）を
救
済
す
る
こ
と
を
目
標
に
、
開
発
途
上

国
、
特
に
ア
ジ
ア
お
よ
び
ア
フ
リ
カ
に
対
す
る
年
間
結
核
死
者

数
の
削
減
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
20
10
年
に
W
HO
が

「
ス
ト
ッ
プ
結
核
世
界
計
画
20
11
-2
01
5
年
」と
し
て
改
訂
し

た
こ
と
に
合
わ
せ
、2
01
1
年
に「
ス
ト
ッ
プ
結
核
ジ
ャ
パ
ン
ア

ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」を
改
訂
し
、
新
た
な
国
際
保
健
政
策
の
下

で
、
引
き
続
き
国
際
的
な
結
核
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

を
確
認
し
ま
し
た
。

　
乳
幼
児
が
死
亡
す
る
主
な
原
因
の
一
つ
で
あ
る
マ
ラ
リ
ア
に

つ
い
て
は
、
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
強
化

を
通
じ
た
マ
ラ
リ
ア

対
策
へ
の
取
組
を
支

援
し
た
り
、
国
連
児

童
基
金（
Uユ

ニ
セ
フ

N
IC
EF
）

と
の
協
力
に
よ
る
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

殺
虫
剤
に
浸し
た
蚊
帳
は
、
マラ
リア
予
防
の
有
効
な
手
段
の
一
つ
。

供
与
さ
れ
た
蚊
帳
を
設
置
する
ニ
ジェ
ー
ル
の
人
々
（
写
真：
JIC
A）
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●
ポ
リ
オ

　
日
本
は
、
根
絶
に
向
け
て
最
終
段
階
を
迎
え
て
い
る
ポ
リ
オ

に
つ
い
て
、ポ
リ
オ
常
在
国（
ポ
リ
オ
が
過
去
に
一
度
も
撲
滅
さ

れ
た
こ
と
の
な
い
国
で
、か
つ
感
染
が
継
続
し
て
い
る
国
）で
あ

る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、パ
キ
ス
タ
ン
の
3
か
国

を
中
心
に
、
主
に
U
N
IC
EF
と
連
携
し
て
ポ
リ
オ
撲
滅
計
画
等

を
支
援
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
パ
キ
ス
タ
ン
で
は
、2
01
1
年
8 

 月
に
民
間
の
ゲ
イ
ツ
財
団
と
連
携
し
て
、約
50
億
円
に
及
ぶ
円

借
款
を
通
じ
、
全
国
の
5
歳
未
満
の
子
ど
も
た
ち
約
3,
20
0
万

人
に
対
す
る
ポ
リ
オ
・
ワ
ク
チ
ン
接
種
活
動
を
支
援
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、2
01
1年
の
10
月
に
は
、ゲ
イ
ツ
財
団
等
と
協
力

し
て
、世
界
ポ
リ
オ
・
デ
ー
関
連
イ
ベ
ン
ト
を
東
京
で
開
催
し
ま

し
た
。

●
顧
み
ら
れ
な
い
熱
帯
病

　
日
本
は
、1
99
1
年
か
ら
、世
界
に
先
駆
け
て「
貧
困
の
病
」と
も

い
わ
れ
る
中
米
諸
国
の
シ
ャ
ー
ガ
ス
病
対
策
に
本
格
的
に
取
り
組

み
、媒
介
虫
対
策
の
体
制
を
確
立
す
る
支
援
を
行
い
、感
染
リ
ス
ク

を
減
少
す
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。
フ
ィ
ラ
リ
ア
症
に
つ
い
 

 て
も
、駆
虫
剤
を
供
与
し
、多
く
の
人
に
知
識
・
理
解
を
持
っ
て
も

ら
う
た
め
の
啓
発
教
材
を
供
与
し
て
い
ま
す
。ま
た
、青
年
海
外
協

力
隊
に
よ
る
啓
発
予
防
活
動
な
ど
を
行
い
、新
規
患
者
数
の
減
少

や
病
気
の
流
行
が
止
ま
っ
た
状
態
の
維
持
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

●
予
防
接
種

　
予
防
接
種
は
感
染
症
疾
患
に
対
し
て
、
安
価
で
効
果
的
な
手

段
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
お
り
、
毎
年
20
0
万
～
30
0

万
人
以
上
の
命
を
予
防
接
種
に
よ
っ
て
救
う
こ
と
が
で
き
る
と

見
積
も
ら
れ
て
い
ま
す
。〔
注
33
〕 開
発
途
上
国
の
予
防
接
種
率
を

向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
20
00
年
に
設
立
さ
れ
た

G
A
V
Iア
ラ
イ
ア
ン
ス
＊
に
対
し
て
、
日
本
は
20
11
年
に
初
の
 

 拠
出
と
な
る
93
0
万
ド
ル
の
支
援
を
行
い
ま
し
た
。
G
A
V
Iを

通
じ
た
支
援
に
よ
り
、
20
11
年
ま
で
に
救
わ
れ
た
命
は
59
1

万
人
と
推
計
さ
れ
て
お
り
、さ
ら
に
M
D
G
s達
成
期
限
で
あ
る

20
15
年
ま
で
に
約
40
0
万
人
の
命
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
と

見
積
も
ら
れ
て
い
ま
す
。

注
33
　（
出
典
）W
HO
 “
He
al
th
 to
pi
cs
 Im
m
un
iz
at
io
n”
 h
tt
p:
//
w
w
w
.w
ho
.in
t/
to
pi
cs
/i
m
m
un
iz
at
io
n/
en

現
地
の
ス
タ
ッ
フ
に
喀か
く
た
ん 痰
塗
抹
検
査
の
指
導
を
す
る
日
本
人
専
門
家
（
写
真
：
JI
C
A
）

時
に
は
戸
別
訪
問
を
し
て
、
マ
ラ
リ
ア
予
防
の
た
め
に
蚊
帳
の
使
用
と
修
理
方
法
な
ど
を
伝
え
る
啓

発
活
動
を
行
う
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
の
青
年
海
外
協
力
隊
（
写
真
：
飯
塚
明
夫
/J
IC
A
）

顧
み
ら
れ
な
い
熱
帯
病

シ
ャ
ー
ガ
ス
病
、デ
ン
グ
熱
、フ
ィ
ラ
リ
ア
症
な
ど
の
寄
生
虫
、細
菌
感
染
症
等
を

指
す
。感
染
者
は
世
界
で
約
10
億
人
に
上
り
、そ
の
多
く
が
予
防
、撲
滅
可
能
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、死
亡
に
至
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。ま
た
感
染
者
が
貧
困
層
に

多
い
な
ど
の
理
由
で
社
会
的
関
心
が
低
い
た
め
、診
断
法
、治
療
法
、新
薬
の
開

発
や
普
及
が
遅
れ
て
い
る
。

G
A
V
Iア
ラ
イ
ア
ン
ス（
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種
世
界
同
盟
 G
A
V
I：

th
e 
G
lo
ba
l A
lli
an
ce
 fo
r V
ac
ci
ne
s 
an
d 
Im
m
un
iz
at
io
n）

57
か
国
(2
01
2
年
7
月
現
在
)の
開
発
途
上
国
を
対
象
と
し
て
、
予
防
接
種
の

普
及
に
取
り
組
む
官
民
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
。
加
盟
国
政
府
、
関
連
国
際
機
関
に

加
え
、製
薬
業
界
、民
間
財
団
、N
G
O
が
連
携
し
て
運
営
す
る
。

新
興
・
再
興
感
染
症

新
興
感
染
症：
Sサ
ー
ズ

A
RS（
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
）・
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ・
エ
ボ
ラ
出
血
熱
な
ど
、か
つ
て
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、近
年
新
し
く
認
識
さ
れ
た
感
染
症
。

再
興
感
染
症：
コ
レ
ラ
、結
核
な
ど
の
か
つ
て
猛
威
を
ふ
る
っ
た
が
、患
者
数
が
減
少
し
、収
束
し
た
と
見
ら
れ
て
い
た
感
染
症
で
、近
年
再
び
増
加
し
て
き
た
も
の
。

＊
用
語
解
説
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年
版
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第
２
章
　
日
本
の
政
府
開
発
援
助
の
具
体
的
取
組

第
2
節
 課
題
別
の
取
組

　
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、マ
ラ
リ
ア
、結
核
が
死
因
の
第
1位
、2
位
と
な
っ
て
お
り
、H
IV
/エ
イ
ズ
に
つ
い
て
も
感
染
者
は
33
万
人
を
超
え
、こ
れ
ら
3つ

の
感
染
症
へ
の
対
策
が
差
し
迫
っ
た
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
医
療・
行
政
関
係
者
の
能
力
向
上
を
支
援
し
、

こ
れ
ら
疾
病
の
感
染
防
止
対
策
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。結
核
に
つ
い
て
は
、患
者
発
見
お
よ
び
治
療
活
動
、検
査
技
師
指
導
、住
民
参
加
型
の
保
健
教

育
活
動
、民
間
病
院
、薬
局
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
連
携
促
進
を
行
っ
て
い
ま
す
。マ
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ベ
ー
ス
で
の
マ
ラ
リ
ア
対
策

の
実
施（
早
期
診
断・
迅
速
治
療
）や
、マ
ラ
リ
ア
の
主
要
な
治
療
薬
へ
の
耐
性
を
持
っ
た
マ
ラ
リ
ア
の
封
じ
込
め
支
援
、蚊
帳
や
診
断
キ
ット
の
供
与
、

治
療
薬
の
普
及
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。H
IV
/エ
イ
ズ
に
つ
い
て
は
、血
液
検
査
に
関
す
る
技
術
指
導
や
、献
血
者
な
ど
へ
の
啓
発
活
動
、そ
の
他
の
性

感
染
症
を
含
む
検
査
能
力
等
の
向
上
や
デ
ー
タ
管
理
お
よ
び
分
析
能
力

の
改
善
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、世
界
エ
イ
ズ・
結
核・
マ
ラ
リ
ア
対
策
基
金（
世

界
基
金
）に
よ
る
支
援
が
20
05
年
に
一
旦
停
止
し
た
た
め（
20
11
年
か

ら
再
開
）、
マ
ラ
リ
ア
対
策
の
医
薬
品
を
効
率
的
に
供
給
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
し
た
。そ
の
た
め
、日
本
は
上
記
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て

培
っ
て
き
た
知
識・
経
験
や
、医
薬
品
の
供
給
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
管
理

シ
ス
テ
ム
を
世
界
基
金
に
よ
る
実
施
事
業
に
提
供
す
る
形
で
協
力
し
て
い

ま
す
。こ
の
よ
う
に
世
界
基
金
と
の
連
携
に
よ
り
、ミ
ャ
ン
マ
ー
で
の
感
染

症
対
策
が
さ
ら
に
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

（
20
12
年
12
月
時
点
）

ゾ
ウ
に
乗
せ
て
、
マ
ラ
リ
ア
対
策
の
蚊
帳
を
僻
地
に
届
け
る
（
写
真
：
JI
C
A
）

主
要
感
染
症
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

技
術
協
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
2
0
0
5
年
1
月
～
2
0
1
2
年
1
月
／
2
0
1
2
年
3
月
～
実
施
中
）

ミ
ャ
ン
マ
ー

　
シ
ャ
ー
ガ
ス
病
は
中
南
米
特
有
の
寄
生
虫
症
で
、感
染
経
路
に
は
サ
シ
ガ
メ
と
い
う
吸
血
性
カ
メ
ム
シ（
昆
虫
）が
媒
介
し
て
人
間
に
感
染
す
る
媒

介
虫
感
染
、輸
血
な
ど
に
よ
る
血
液
感
染
、そ
し
て
母
親
か
ら
胎
児
へ
の
母
子
感
染
が
あ
り
ま
す
。病
気
が
進
行
す
る
と
治
療
法
が
な
く
、1
0～
20
年

後
に
は
心
臓
疾
患
等
で
死
に
至
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。中
南
米
に
広
く
分
布
し
て
お
り（
感
染
者
数
推
定
75
0万
人
以
上
）、
ニ
カ
ラ
グ
ア
で
は
総
人
口

約
58
7万
人
の
う
ち
、少
な
く
と
も
5万
人
の
感
染
者
が
存
在
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。媒
介
虫
の
サ
シ
ガ
メ
は
土
壁
や
藁わ
ら
ぶ 葺
き
で
で
き
た
家
屋

に
好
ん
で
生
息
す
る
た
め
、感
染
す
る
恐
れ
の
あ
る
人
の
多
く
が
そ
の
よ
う
な
家
屋
に
居
住
す
る
貧
困
層
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、こ
れ
ま
で
グ
ア
テ
マ
ラ
や
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
な
ど
中
米

の
国
々
で
培
っ
て
き
た
知
識・
経
験
を
活
用
し
、ニ
カ
ラ
グ
ア
北
部
5県
に

お
い
て
、媒
介
虫
に
よ
る
感
染
を
持
続
的
に
制
御
す
る
こ
と
を
目
標
と
し

て
、①
サ
シ
ガ
メ
の
生
息
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
能
力（
血
液
検

査・
昆
虫
学
的
調
査
）、
②
サ
シ
ガ
メ
の
家
屋
内
で
の
繁
殖
を
防
止
す
る
た

め
の
殺
虫
剤
散
布
の
運
営
管
理
能
力
、③
サ
シ
ガ
メ
を
発
見
し
た
ら
保
健

所
に
連
絡
す
る
な
ど
、住
民
と
行
政
が
連
携
し
た
シ
ャ
ー
ガ
ス
病
監
視
シ
ス

テ
ム
の
運
営
管
理
能
力
、④
サ
シ
ガ
メ
が
潜
む
環
境
を
家
屋
内
外
か
ら
な

く
す
た
め
の
住
居・
衛
生
環
境
の
改
善
な
ど
の
技
術
指
導
や
啓
発
活
動
を

通
じ
て
、住
民
の
シ
ャ
ー
ガ
ス
病
予
防
能
力
、の
4つ
の
能
力
の
強
化
を
中

心
と
し
た
支
援
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 （
20
12
年
12
月
時
点
）

シ
ャ
ー
ガ
ス
病
対
策
に
つ
い
て
話
し
合
う
メ
ン
バ
ー
（
写
真
：
JI
C
A
）

シ
ャ
ー
ガ
ス
病
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

技
術
協
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
2
0
0
9
年
9
月
～
実
施
中
）

ニ
カ
ラ
グ
ア
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栄
養
不
足
人
口
は
、国
連
食
糧
農
業
機
関（
FA
O
)・
IF
A
D
・

W
FP
共
同
の
報
告
に
よ
る
と
、
19
90
年
以
降
減
少
傾
向
に
あ

り
ま
す
が
、2
00
7
～
20
08
年
以
降
鈍
化
し
、2
01
0
年
か
ら

20
12
年
の
間
、
約
8
億
6,
80
0
万
人（
推
計
値
）が
慢
性
的
な

栄
養
不
足
に
苦
し
ん
で
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
依
然
と
し
て

高
い
水
準
で
あ
り
、
紛
争
、
自
然
災
害
の
発
生
や
食
料
価
格
の

高
騰
に
よ
り
、
食
糧
支
援
の
必
要
性
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
・
ネ
ッ
ト（
人
々
が
安
全
で
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
仕
組
み
）の
確
立
や
栄
養
状
態
の
改
善
、
食
料
増

産
に
よ
る
需
給
バ
ラ
ン
ス
の
改
善
、
家
畜
の
感
染
症
へ
の
対
策

な
ど
、
食
料
安
全
保
障（
す
べ
て
の
人
が
十
分
な
食
料
を
得
る

権
利
を
持
つ
こ
と
へ
の
保
障
）を
確
立
す
る
た
め
の
国
際
的
な

協
調
や
多
面
的
な
施
策
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
FA
O
に
よ
る
と
、今
後
こ
れ
ら
の
十
分
か
つ
適
切
な
対
策
が
取

ら
れ
れ
ば
、M
D
G
sが
掲
げ
る「
20
15
年
ま
で
に
飢
餓
に
苦
し

む
人
口
の
割
合
を
19
90
年
の
水
準（
23
.2
％
）の
半
数（
11
.6
％
）

に
減
少
さ
せ
る
」と
い
う
目
標
の
達
成
に
向
け
て
は
、
達
成
の
範

囲
内（
20
12
年
時
点
で
14
.9
％
）と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
3）
食
料

＜
 日
本
の
取
組
 ＞

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
日
本
は
、
食
糧
不
足
に
直
面

し
て
い
る
開
発
途
上
国
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
食
糧
援
助
を

行
っ
て
い
ま
す
。
20
11
年
度
に
は
、
二
国
間
食
糧
援
助
と
し

て
13
か
国
に
対
し
計
49
億
円
の
支
援
を
行
い
ま
し
た
。

　
国
際
機
関
を
通
じ
た
二
国
間
支
援
で
は
、
主
に
国
連
世
界
食

糧
計
画（
W
FP
）を
通
じ
て
、
緊
急
食
糧
援
助
、
教
育
の
機
会
を

促
進
す
る
学
校
給
食
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
食
料
配
布
に
よ
り
農
地
や

社
会
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
へ
の
参
加
を
促
し
、
地
域
社
会
の
自

立
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
食
糧
支
援
な
ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

 20
11
年
に
は
世
界
各
地
で
実
施
し
て
い
る
W
FP
の
事
業
に

総
額
約
2
億
8,
18
6
万
ド
ル
を
拠
出
し
ま
し
た
。

　
ま
た
日
本
は
、開
発
途
上
国
が
自
ら
の
食
料
の
安
全
性
を
強
化

す
る
た
め
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。口こ

う
て
い
え
き

蹄
疫
な
ど
の
国
境
を
越

え
て
感
染
が
拡
大
す
る
動
物
の
伝
染
病
に
つ
い
て
、
越
境
性
感

染
症
の
防
疫
の
た
め
の
世
界
的
枠
組
み（
G
F-
TA
D
s）〔
注
34
〕 な
ど

国
際
獣
疫
事
務
局（
O
IE
）や
FA
O
と
連
携
し
な
が
ら
、ア
ジ
ア
･

太
平
洋
地
域
に
お
け
る
対
策
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

注
34
　
越
境
性
感
染
症
の
防
疫
の
た
め
の
世
界
的
枠
組
み
 G
F-
TA
D
s：
G
lo
ba
l F
ra
m
ew
or
k 
fo
r P
ro
gr
es
si
ve
 C
on
tr
ol
 o
f T
ra
ns
bo
un
da
ry
 A
ni
m
al
 D
is
ea
se
s

　
日
本
は
国
連
世
界
食
糧
計
画（
W
FP
）と
協
力
し
て
、中
央
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
度
重
な
る
政
情
不
安
の
影
響
で
、国
内
避
難
民
と
な
る
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
人
々
に
対
し
、食
糧
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。同
国
は
資
源
が
豊
富
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、経
済
は
低
迷
し
て
お
り
、イ
ン
フ
ラ

の
整
備
も
乏
し
く
、世
界
で
最
も
貧
し
い
国
の
中
の
一
つ
で
す
。国
内
避
難
民
の
数
は
18
万
人
、隣
国
の
チ
ャ
ド
や
カ
メ
ル
ー
ン
で
暮
ら
す
中
央
ア
フ

リ
カ
難
民
も
14
万
人
に
上
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。多
く
の
人
々
が
土
地
を
離
れ
た
た
め
、農
業
も
後
退
し
て
お
り
、食
料
不
足
は
深
刻
で
す
。紛
争

の
影
響
を
受
け
た
人
々
の
生
活
の
復
旧・
復
興
を
目
指
す
中
、日
本
の
支
援
は
栄
養
不
良
の
5歳
以
下
の
子
ど
も
や
妊
婦
、授
乳
期
の
女
性
の
栄
養

強
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
役
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、中
央
ア
フ
リ
カ
に
は
治
安
の
悪
化
に
伴
い
祖
国
を
逃
れ
た
隣
国

の
ス
ー
ダ
ン
や
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
か
ら
の
難
民
が
お
よ
そ
2万
人
い
ま

す
。日
本
は
W
FP
を
通
じ
、難
民
へ
の
命
を
つ
な
ぐ
た
め
の
食
糧
支
援
も

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
到
着
し
、登
録
を
済
ま
せ
た
難
民
の
家
族
に
は
ま
ず
、

と
う
も
ろ
こ
し
の
粉
、豆
、食
用
油
、塩
な
ど
の
1か
月
分
の
食
料
が
支
給
さ

れ
ま
す
。日
本
の
支
援
に
よ
り
、約
6万
人
の
国
難
避
難
民
、な
ら
び
に
約
1

万
4,
00
0人
の
難
民
に
食
糧
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
20
08
年
に
実
施
さ
れ
た
第
4回
ア
フ
リ
カ
開
発
会
議（
Tテ
ィ
カ
ッ
ド

IC
A
D
 IV
）に

お
い
て
、日
本
は
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
農
業・
食
糧
分
野
に
お
け
る
取
組
へ
の

協
力
も
強
化
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
ま
す
。こ
の
支
援
は
そ
れ
を
具
体
化

す
る
も
の
で
す
。

日
本
の
支
援
で
届
い
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
粉
の
配
給
を
受
け
取
り
に
来
た
ス
ー
ダ
ン
難
民
の
母

と
子
 (写
真
：
W
FP
)

国
内
避
難
民
お
よ
び
ス
ー
ダ
ン
/コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
か
ら
の
難
民
に
対
す
る
食
糧
支
援

対
W
FP
拠
出（
2
0
1
1
年
1
月
～
2
0
1
1
年
1
0
月
）

中
央
ア
フ
リ
カ

20
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年
版
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発
援
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O
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２
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題
別
の
取
組

　
開
発
途
上
国
で
は
、
電
気
が
供
給
さ
れ
て
い
な
い
地
域
の

人
々
が
約
13
億
人
も
い
ま
す
。〔
注
35
〕 こ
れ
は
世
界
の
人
口
の

20
％
に
相
当
し
ま
す
。
電
気
や
ガ
ス
な
ど
の
電
力
供
給
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
の
欠
如
は
、産
業
の
発
達
を
遅
ら
せ
、雇

用
機
会
を
失
わ
せ
、
貧
困
を
よ
り
一
層
進
ま
せ
、
医
療
サ
ー
ビ

ス
や
教
育
を
受
け
る
機
会
を
制
限
す
る
と
い
っ
た
問
題
に
つ
な

が
り
ま
す
。
今
後
、
世
界
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
は
ア
ジ
ア
を
は

じ
め
と
す
る
新
興
国
や
開
発
途
上
国
を
中
心
に
ま
す
ま
す
増
え

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
お
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
な
供
給

や
環
境
へ
の
適
切
な
配
慮
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

（
4）
資
源
・エ
ネ
ル
ギ
ー

注
35
　（
出
典
）
国
際
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
関
「
20
11
年
世
界
エ
ネ
ル
ギ
ー
展
望
」（
20
09
年
時
点
の
推
定
）

注
36
　
国
際
協
力
銀
行
 J
BI
C：
Ja
pa
n 
Ba
nk
 fo
r I
nt
er
na
tio
na
l C
oo
pe
ra
tio
n

注
37
　
日
本
貿
易
保
険
 N
EX
I：
N
ip
po
n 
Ex
po
rt
 a
nd
 In
ve
st
m
en
t I
ns
ur
an
ce

注
38
　
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
 J
O
G
M
EC
：
Ja
pa
n 
O
il,
 G
as
 a
nd
 M
et
al
s 
N
at
io
na
l C
or
po
ra
tio
n

注
39
　
採
取
産
業
透
明
性
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
 E
IT
I：
Ex
tr
ac
tiv
e 
In
du
st
rie
s 
Tr
an
sp
ar
en
cy
 In
iti
at
iv
e

＜
 日
本
の
取
組
 ＞

　
日
本
は
、
開
発
途
上
国
の
持
続
可
能
な
開
発
お
よ
び
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
確
保
す
る
た
め
、
近
代
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
を
可
能

に
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
産
業
育
成
の
た
め
の
電
力
の
安

定
供
給
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の

効
率
化
や
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
水
力
、
太
陽
光
、
太
陽
熱
、

風
力
、
地
熱
な
ど
）を
活
用
し
た
発
電
施
設
な
ど
、
環
境
に
配
慮

し
た
イ
ン
フ
ラ（
経
済
社
会
基
盤
）整
備
を
支
援
し
て
い
ま
す
。 

　
資
源
国
に
対
し
て
は
、
そ
の
国
が
資
源
開
発
に
よ
っ
て
外
貨

を
獲
得
し
、
自
立
的
に
発
展
で
き
る
よ
う
、
鉱
山
周
辺
の
イ
ン

フ
ラ
整
備
な
ど
、
資
源
国
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。
日
本
は
こ
う
し
た
支
援
を
通
じ
て
、
開
発
途
上
の
資

源
国
と
の
互
恵
的
な
関
係
の
強
化
を
図
り
、
ま
た
、
企
業
に
よ

る
資
源
の
開
発
、生
産
や
輸
送
を
促
進
し
、エ
ネ
ル
ギ
ー
・
鉱
物

資
源
の
安
定
供
給
の
確
保
に
努
め
ま
す
。
国
際
協
力
銀
行

（
JB
IC
）〔
注
36
〕 、
日
本
貿
易
保
険（
N
EX
I）〔
注
37
〕 、
石
油
天
然
ガ

ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構（
JO
G
M
EC
）〔
注
38
〕 に
よ
る
支
援
に

加
え
、日
本
の
O
D
A
を
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
で
積
極
的
に

活
用
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
ま
た
、日
本
は
、採
取
産
業
透
明
性
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ（
EI
TI
）〔注
39
〕

を
積
極
的
に
支
援
し
て
い
ま
す
。
EI
TI
は
、石
油
・
ガ
ス
・
鉱
物

資
源
等
の
開
発
に
お
い
て
、
採
取
企
業
が
資
源
産
出
国
政
府
へ

支
払
っ
た
金
額
を
、
政
府
は
受
け
取
っ
た
金
額
を
報
告
し
、
資

金
の
流
れ
の
透
明
性
を
高
め
る
た
め
の
多
国
間
協
力
の
枠
組
み

で
す
。
36
の
資
源
産
出
国
と
日
本
を
含
む
多
数
の
支
援
国
、
採

取
企
業
や
N
G
O
が
参
加
し
、
腐
敗
や
紛
争
を
予
防
し
、
成
長

と
貧
困
削
減
に
つ
な
が
る
責
任
あ
る
資
源
開
発
を
促
進
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

ア
ブ
ダ
ビ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
関
総
会
で
発
言
を
行
う
城
内
実
外
務
大

臣
政
務
官

第 III 部 第 2 章
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イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
近
年
の
経
済
成
長
に
伴
い
、人
口・
産
業
が
集
中
し
て
い
る
ジ
ャ
ワ
島
や
ス
マ
ト
ラ
島
を
中
心
に
電
力
需
要
が
急
速
に
増
加
し

て
お
り
、早
急
な
電
力
供
給
能
力
の
増
強
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。こ
の
状
況
に
対
し
て
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
は
電
源
開
発
を
短
期
的
に
集
中
し
て
実

施
す
る
計
画
を
策
定
し
、特
に
、国
内
に
多
く
の
埋
蔵
量
が
確
認
さ
れ
て
い
る
石
炭
を
利
用
し
た
火
力
発
電
所
の
開
発
を
積
極
的
に
進
め
て
い
ま
す
。

一
方
で
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
気
候
変
動
対
策
へ
の
取
組
も
強
化
し
て
お
り
、2
02
0年
ま
で
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
を
大
幅
に
削
減
す
る
目
標
を

掲
げ
て
い
ま
す
。こ
の
た
め
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
は
、石
炭
の
効
率
的
な
利
用
に
よ
り
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
し
て
、環
境
負
荷
を
軽
減
さ
せ

る
技
術
で
あ
る
ク
リ
ー
ン
コ
ー
ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー（
C
C
T）
※
の
導
入
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

　
C
C
T分
野
で
優
れ
た
技
術
を
持
つ
日
本
は
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
の
協

力
要
請
を
受
け
、日
本
の
技
術・
知
識・
経
験
を
活
か
し
つ
つ
、C
C
T導
入

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ（
行
程
表
）の
策
定
、教
育
訓
練
を
通
じ
た
人
材
育
成
、モ
デ

ル
と
な
る
石
炭
火
力
発
電
所
開
発
の
予
備
調
査
な
ど
の
協
力
を
実
施
し
ま

し
た
。こ
の
協
力
を
通
じ
て
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
安
定
的
な
電
力
確

保
と
気
候
変
動
対
策
の
両
面
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、日
本
の
技
術
の
普

及
、さ
ら
に
は
日
本
の
電
力
イ
ン
フ
ラ
輸
出
の
促
進
に
も
役
立
て
ら
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。 （
99
ペ
ー
ジ
参
照
）

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
C
C
T導
入
の
最
新
の
動
向
を
紹
介
し
た
セ
ミ
ナ
ー
に
は
、
民
間
企
業
も

数
多
く
参
加
し
た
（
写
真
：
JI
C
A
）

ク
リ
ー
ン
コ
ー
ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
（
C
C
T
）導
入
促
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

有
償
勘
定
技
術
支
援
-円
借
款
附
帯
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
開
発
計
画
調
査
型
）（
2
0
1
1
年
4
月
～
2
0
1
2
年
7
月
）

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

※
 ク
リ
ー
ン
コ
ー
ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
：
 石
炭
を
燃
や
す
際
に
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
や
有
害
物
質
を
減

ら
し
、
環
境
に
や
さ
し
い
石
炭
活
用
を
行
う
た
め
の
技
術
。
石
炭

の
採
掘
か
ら
、
発
電
所
等
で
の
燃
焼
時
、
燃
焼
後
の
灰
処
理
の

段
階
に
わ
た
る
広
い
範
囲
で
活
用
さ
れ
る
。

タ
ン
ザ
ニ
ア
の
TA
N
ES
C
O
 T
ra
in
in
g 
Sc
ho
ol
に
て
模
擬
変
圧
器
の
前
で
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
訓
練
計
画

に
つ
い
て
議
論
す
る
JI
C
A
専
門
家
（
写
真
：
久
野
真
一
/J
IC
A
）
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1

第
２
章
　
日
本
の
政
府
開
発
援
助
の
具
体
的
取
組

第
2
節
 課
題
別
の
取
組

　
世
界
各
国
で
頻
繁
に
発
生
し
て
い
る
地
震
や
津
波
、
台
風
、

洪
水
、
土
石
流
な
ど
に
よ
る
災
害
は
、
単
に
多
く
の
人
命
や
財

産
を
奪
う
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
災
害
に
対
し
て
脆ぜ
い
じ
ゃ
く 弱
な

開
発
途
上
国
で
は
、
貧
困
層
が
大
き
な
被
害
を
受
け
、
災
害
難

民
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
さ
ら
に
衛
生
状
態
の
悪
化
や
食
料
不

足
と
い
っ
た
二
次
的
被
害
の
長
期
化
が
大
き
な
問
題
と
な
る
な

ど
、
災
害
が
途
上
国
の
経
済
や
社
会
の
仕
組
み
全
体
に
深
刻
な

影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

（
5）
防
災
と
災
害
援
助

＜
 日
本
の
取
組
 ＞

　
日
本
は
、
地
震
や
台
風
な
ど
過
去
の
自
然
災
害
経
験
で
培
わ

れ
た
自
ら
の
優
れ
た
知
識
や
技
術
を
活
用
し
、
緊
急
支
援
と
並

ん
で
災
害
予
防
お
よ
び
災
害
復
旧
分
野
に
お
い
て
積
極
的
に
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
20
05
年
に
は
、
神
戸
で
開
催
さ
れ
た

第
2
回
国
連
防
災
世
界
会
議
に
お
い
て
、
国
際
社
会
に
お
け
る

防
災
活
動
の
基
本
的
な
指
針
と
な
る「
兵
庫
行
動
枠
組
20
05
-

20
15
」が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
は
国
連
な
ど
と
協
力
し
て

そ
の
世
界
的
な
実
施
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、こ
の
会
議
に
お
い
て
、日
本
は
O
D
A
に
よ
る
防
災
協

力
の
基
本
方
針
な
ど
を「
防
災
協
力
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」と
し
て

発
表
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
日
本
は
、
制
度
の
構
築
、
人
づ
く
り
、

経
済
社
会
基
盤
の
整
備
な
ど
を
通
じ
て
、
開
発
途
上
国
に
お
け

る「
災
害
に
強
い
社
会
づ
く
り
」を
自
ら
の
努
力
で
成
し
遂
げ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
積
極
的
に
支
援
し
て
い
く
こ
と
を
表
明
し

ま
し
た
。
 

 

　
20
12
年
の
7
月
3、
4
日
、被
災
地
で
あ
る
東
北
3
県
で「
世

界
防
災
閣
僚
会
議
in
東
北
」を
開
催
し
、防
災
の
主
流
化
・
強き
ょ
う
じ
ん 靱

な
社
会
の
構
築
の
必
要
性
、人
間
の
安
全
保
障
の
重
要
性
、ハ
ー

ド
・
ソ
フ
ト
を
組
み
合
わ
せ
た
防
災
力
最
大
化
の
必
要
性
、
幅

広
い
関
係
者
の
垣
根
を
越
え
た
連
携
の
必
要
性
、
気
候
変
動
・

都
市
化
な
ど
の
新
た
な
災
害
リ
ス
ク
へ
の
対
処
の
重
要
性
な
ど

を
確
認
し
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
推
進
し
て
い
く「
21
世
紀
型

の
防
災
」の
必
要
性
を
世
界
に
向
け
て
発
信
し
ま
し
た
。
ま
た
、

21
世
紀
型
防
災
を
実
際
に
推
進
し
て
い
く
た
め
に
、
ポ
ス
ト

M
D
G
sへ
の
防
災
の
位
置
付
け
、
お
よ
び
、
本
会
議
の
成
果
を

踏
ま
え
た
ポ
ス
ト
兵
庫
行
動
枠
組
の
策
定
の
必
要
性
を
各
国
と

確
認
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
今
後
3
年
間
で
30
億
ド
ル
を
防
災
分
野
で
資
金
提

供
す
る
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
。

●
国
際
緊
急
援
助

　
日
本
は
、
海
外
で
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
被
災
 

国
の
政
府
、
ま
た
は
国
際
機
関
の
要
請
に
応
じ
、
直
ち
に
緊
急
 

援
助
を
行
え
る
体
制
を
整
え
て
い
ま
す
。人
的
援
助
と
し
て
は
、

国
際
緊
急
援
助
隊
の
①
救
助
チ
ー
ム（
被
災
者
の
捜
索
・
救
助
活

動
を
行
う
）、
②
医
療
チ
ー
ム（
医
療
活
動
を
行
う
）、
③
専
門
家

チ
ー
ム（
災
害
の
応
急
対
策
と
復
旧
活
動
に
つ
い
て
専
門
的
な

助
言
・
指
導
な
ど
を
行
う
）、
④
自
衛
隊
部
隊（
大
規
模
な
災
害

が
発
生
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
派
遣
さ

れ
る
）の
4
つ
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
物
的
援
助
と
し
て
は
、
緊
急
援
助
物
資
の
供
与
が
あ

り
ま
す
。
日
本
は
海
外
6
か
所
の
倉
庫
に
、
被
災
者
の
当
面
の

生
活
に
必
要
な
テ
ン
ト
、
発
電
機
、
毛
布
な
ど
を
常
に
備
蓄
し

て
お
り
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
に
は
す
ぐ
に
被
災
国
に
物
資

を
供
与
で
き
る
体
制
に
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
日
本
は
、
海
外
に
お
け
る
自
然
災
害
や
紛
争
の
被

災
者
や
避
難
民
を
救
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
被
災
国

の
政
府
や
被
災
地
で
緊
急
援
助
を
行
う
国
際
機
関
・
赤
十
字
に
 

 対
し
、
援
助
活
動
の
た
め
の
緊
急
無
償
資
金
協
力
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
20
11
年
度
に
お
い
て
は
、
ロ
シ
ア
、
タ
イ
に
対
し
て
計
5

チ
ー
ム
の
国
際
緊
急
援
助
隊
を
派
遣
し
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ベ
ト

ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
な
ど
18
か
国
に
対
し
て

計
19
件
の
緊
急
援
助
物
資
の
供
与
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
緊

急
無
償
資
金
協
力
に
つ
い
て
は
、
20
11
年
度
に
災
害
緊
急
援

助
と
し
て
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
タ
イ
、
ト
ル
コ
等
の
計
12
か
国
に

対
し
約
41
億
円
、民
主
化
支
援
と
し
て
キ
ル
ギ
ス
、イ
エ
メ
ン
、

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ
に
対
し
約
1.
6
億
円
を
供
与
し
ま
し
た
。

　
特
に
、タ
イ
に
お
け
る
洪
水
被
害
に
対
し
て
は
20
11
年
10

月
に
、
2
回
に
わ
た
り
合
計
5,
50
0
万
円
相
当
の
緊
急
援
助
物

資（
救
援
ボ
ー
ト
用
船
外
機
等
）を
供
与
す
る
と
と
も
に
、
国
際

緊
急
援
助
隊
専
門
家
チ
ー
ム（
上
水
道
、
地
下
鉄
、
空
港
施
設
の

洪
水
対
策
専
門
家
）を
派
遣
、
11
月
に
は
緊
急
無
償
資
金
協
力

を
実
施
し
、
国
際
緊
急
援
助
隊
専
門
家
チ
ー
ム（
排
水
ポ
ン
プ

車
チ
ー
ム
）を
派
遣
し
ま
し
た
。（
詳
し
く
は
43
ペ
ー
ジ
参
照
）
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政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書

●
国
際
機
関
等
と
の
連
携

　
日
本
は
、
20
06
年
に
設
立
さ
れ
た「
世
界
銀
行
防
災
グ
ロ
ー

バ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
」〔注

40
〕 へ
の
協
力
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ（
基
金
）は
、
災
害
に
対
し
て
脆ぜ
い
じ
ゃ
く 弱
な
低
・
中

所
得
国
を
対
象
に
、
災
害
予
防
の
計
画
策
定
の
た
め
の
能
力
向

上
お
よ
び
災
害
復
興
の
支
援
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
防
災
の
重
要
性
へ
の
認
識
の
高
ま
り
を
背
景
に
、2
00
6
年
の

国
連
総
会
に
お
い
て
は
、
各
国
と
世
界
銀
行
な
ど
防
災
に
か
か

わ
る
国
連
機
関
が
一
堂
に
会
し
ま
し
た
。こ
の
総
会
で
、防
災
へ

の
取
組
を
議
論
す
る
場
と
し
て
、「
防
災
グ
ロ
ー
バ
ル
・
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
」の
設
置
が
決
定
さ
れ
、2
00
7
年
6
月
に
第
1
回

会
合
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
は
、
こ
の
組
織
の
事
務
局
で

あ
る
国
連
国
際
防
災
戦
略（
U
N
IS
D
R）〔

注
41
〕 事
務
局
の
活
動
を

積
極
的
に
支
援
し
て
い
ま
す
。2
00
7
年
10
月
に
は
、U
N
IS
D
R

の
兵
庫
事
務
所
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　
20
11
年
5
月
に
は
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
て
防
災
グ
 

 ロ
ー
バ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
第
3
回
会
合
が
開
催
さ
れ
、

世
界
各
国
か
ら
16
8
か
国
お
よ
び
25
の
国
際
機
関
、
65
の
民

間
団
体
・
N
G
O
等
か
ら
2,
60
0
名
以
上
が
参
加
し
ま
し
た
。日

本
は
第
3
回
国
連
防
災
世
界
会
議
を
日
本
で
開
催
す
る
用
意
が

あ
る
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
。

　
神
戸
で
の
第
2
回
国
連
防
災
世
界
会
議
か
ら
7
年
が
経
過
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
は
、
防
災
グ
ロ
ー
バ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
会
合
の
場
も
活
用
し
な
が
ら
、
国
際
社
会
に
お
け
る

防
災
活
動
の
基
本
的
な
指
針
と
な
る
兵
庫
行
動
枠
組
の
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
ま
た
、
Aア

セ
ア
ン

SE
A
N
防
災
人
道
支
援
調
整
セ
ン
タ
ー（
Aア

ハ HA
セ

ン
タ
ー（
41
ペ
ー
ジ
参
照
））〔
注
42
〕 に
対
し
て
、
通
信
設
備
の
支
援
や

人
材
の
派
遣
等
を
行
う
と
と
も
に
、
緊
急
備
蓄
物
資
の
提
供
と

物
資
の
管
理
・
輸
送
体
制
の
構
築
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

注
40
　
世
界
銀
行
防
災
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
 G
lo
ba
l F
ac
ili
ty
 fo
r D
is
as
te
r R
ed
uc
tio
n 
an
d 
Re
co
ve
ry

注
41
　
国
連
国
際
防
災
戦
略
 U
N
IS
D
R：
U
ni
te
d 
N
at
io
ns
 In
te
rn
at
io
na
l S
tr
at
eg
y 
fo
r D
is
as
te
r R
ed
uc
tio
n 

注
42
　
A
SE
A
N
防
災
人
道
支
援
調
整
セ
ン
タ
ー
(A
HA
セ
ン
タ
ー
)A
HA
 C
en
tr
e：
A
SE
A
N
 C
oo
rd
in
at
in
g 
C
en
tr
e 
fo
r H
um
an
ita
ria
n 
A
ss
is
ta
nc
e 
on
 D
is
as
te
r M
an
ag
em
en
t

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
地
震
の
被
災
地
で
捜
索
活
動
を
行
う
日
本
の
国
際
緊
急
援
助
隊
救
助
チ
ー
ム
（
写
真
：
JI
C
A
）
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12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書
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3

第
２
章
　
日
本
の
政
府
開
発
援
助
の
具
体
的
取
組

第
2
節
 課
題
別
の
取
組

　
ア
ル
メ
ニ
ア
は
ア
ル
プ
ス・
ヒ
マ
ラ
ヤ
造
山
帯
に
位
置
す
る
国
で
、日
本
と
同
じ
く
、常
に
地
震
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。特
に
、1
98
8年
に

発
生
し
た
北
西
部
ス
ピ
タ
ク
市
付
近
の
地
震（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
6.
7）
は
2万
5,
00
0人
以
上
の
犠
牲
者
を
出
す
大
災
害
と
な
り
ま
し
た
。日
本
は
こ

の
際
、国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
、物
資・
資
金
の
供
与
な
ど
の
援
助
を
行
い
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、ア
ル
メ
ニ
ア
に
お
い
て
は
地
震
防
災
に
対
す
る
関
心
が
高
く
、日
本
は
こ
れ
ま
で
も
地
滑
り
対
策
な
ど
の
技
術
協
力
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。2
01
0年
8月
か
ら
新
た
に
開
始
さ
れ
た
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
は
、災
害
予
防
、応
急
対
応
、復
旧・
復
興
と
い
う
3つ
の
段
階
を
視
野
に

入
れ
、全
人
口
の
約
3分
の
1が
集
中
す
る
ア
ル
メ
ニ
ア
の
首
都
エ
レ
バ
ン

市
の
地
震
防
災
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。具
体
的
に
は
、①

エ
レ
バ
ン
市
で
大
地
震
が
発
生
し
た
場
合
の
建
物
や
人
的
被
害
の
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、地
震
災
害
の
シ
ナ
リ
オ
の
作
成
、②
短
時
間
で
災
害

情
報
を
伝
達
で
き
る
即
時
震
度
分
布
表
示
シ
ス
テ
ム
の
導
入
、③
防
災
計

画・
避
難
計
画
の
作
成
、④
地
震
発
生
時
に
災
害
対
応
を
行
う
非
常
事
態

救
助
庁
が
、地
震
災
害
後
に
よ
り
早
く
機
能
す
る
た
め
の
業
務
継
続
計
画

の
作
成
な
ど
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
日
本・
ア
ル
メ
ニ
ア
の
防
災
協
力
は
、2
01
2年
6月
の
サ
ル
グ
シ
ャ
ン・

ア
ル
メ
ニ
ア
大
統
領
訪
日
に
際
し
て
発
表
さ
れ
た
共
同
声
明
に
お
い
て

も
、今
後
の
両
国
関
係
発
展
の
一
つ
の
柱
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
ル
メ
ニ
ア
地
震
研
究
所
に
対
し
て
、
ト
レ
ン
チ
（
溝
）
調
査
の
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
す
る
日
本
人

専
門
家
（
写
真
：
JI
C
A
）

地
震
リ
ス
ク
評
価・
防
災
計
画
策
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

開
発
計
画
調
査
型
技
術
協
力（
2
0
1
0
年
8
月
～
2
0
1
2
年
1
0
月
）

ア
ル
メ
ニ
ア

第 III 部 第 2 章

出
典

：
外

務
省「

20
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A
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10
4　

20
12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書

　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
ハ
イ
テ
ク
機
器
の
進
歩
と
普
及
、
人
々
の

移
動
の
拡
大
な
ど
に
伴
い
、
国
際
的
な
組
織
犯
罪
や
テ
ロ
行
為

は
、
国
際
社
会
全
体
を
脅
か
す
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
薬
物

や
銃
器
の
不
正
な
取
引
、
不
法
な
移
民
、
女
性
や
子
ど
も
の
人

身
取
引
、
現
金
の
密
輸
出
入
、
通
貨
の
偽
造
お
よ
び
資
金
洗
浄

（
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
）＊
な
ど
の
国
際
的
な
組
織
犯
罪
は
、

近
年
、
そ
の
手
口
が
一
層
多
様
化
し
て
、
巧
妙
に
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
20
01
年
9
月
の
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
か

ら
10
年
目
に
当
た
る
20
11
年
に
は
、
5
月
に
国
際
テ
ロ
組
織

「
ア
ル
・
カ
ー
イ
ダ
」の
指
導
者
で
あ
っ
た
ウ
サ
マ
・
ビ
ン
・
ラ
ー

デ
ィ
ン
が
死
亡
し
ま
し
た
が
、
ア
ル
・
カ
ー
イ
ダ
の
テ
ロ
手
法

の
影
響
を
受
け
た
関
連
組
織
に
よ
る
過
激
な
暴
力
活
動
が
新
た

な
脅
威
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
国
境
を
越
え
る
国
際
組
織
犯
罪
、
海
賊
行
為
や
テ
ロ
行
為
に

効
果
的
に
対
処
す
る
に
は
、
1
か
国
の
み
の
努
力
で
は
限
り
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
各
国
に
よ
る
対
策
強
化
に
加
え
、
開
発

途
上
国
の
司
法
・
法
執
行
分
野
に
お
け
る
対
処
能
力
向
上
支
援

な
ど
を
通
じ
て
、
国
際
社
会
全
体
で
法
の
抜
け
穴
を
な
く
す
努

力
が
必
要
で
す
。

（
6）
国
境
を
越
え
る
犯
罪
・テ
ロ

注
43
　
国
連
薬
物
犯
罪
事
務
所
 U
N
O
D
C：
U
ni
te
d 
N
at
io
ns
 O
ffi
ce
 o
n 
D
ru
gs
 a
nd
 C
rim
e

注
44
　
国
連
薬
物
統
制
計
画
 U
N
D
C
P：
U
ni
te
d 
N
at
io
ns
 In
te
rn
at
io
na
l D
ru
g 
C
on
tr
ol
 P
ro
gr
am
m
e

注
45
　
犯
罪
防
止
刑
事
司
法
基
金
 C
PC
JF
：
C
rim
e 
Pr
ev
en
tio
n 
an
d 
C
rim
in
al
 J
us
tic
e 
Fu
nd

＜
 日
本
の
取
組
 ＞

●
薬
物
対
策

　
日
本
は
国
連
麻
薬
委
員
会
な
ど
の
国
際
会
議
に
積
極
的
に
参

加
す
る
と
と
も
に
、
国
連
薬
物
犯
罪
事
務
所（
U
N
O
D
C
）〔注

43
〕

の
国
連
薬
物
統
制
計
画（
U
N
D
C
P）〔

注
44
〕 基
金
へ
の
拠
出
な
ど

を
行
い
、
ア
ジ
ア
諸
国
を
中
心
に
開
発
途
上
国
を
支
援
し
て
い

ま
す
。
20
11
年
度
に
は
、
約
12
6
万
ド
ル
の
U
N
D
C
P
基
金

へ
の
拠
出
を
活
用
し
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る「
け
し（
麻
薬

の
一
種
で
あ
る
ア
ヘ
ン
の
材
料
に
な
る
植
物
）」
の
不
正
栽
培
を
 

監
視
し
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う
事
業
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
等
 

  に
お
け
る
合
成
薬
物
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
関
す
る
事
業
な
ど
を

実
施
し
ま
し
た
。
ま
た
、
20
12
年
3
月
に
は
、
U
N
D
C
P基
金

と
犯
罪
防
止
刑
事
司
法
基
金（
C
PC
JF
）〔注

45
〕 に
、ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
と
そ
の
周
辺
諸
国
の
薬
物
対
策
と
国
境
管
理
支
援
の
た

め
、1
,3
60
万
ド
ル
の
拠
出
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、国
連
ア
ジ

ア
極
東
犯
罪
防
止
研
修
所（
U
N
A
FE
I)
を
通
じ
て
、
薬
物
犯
罪

者
処
遇
に
つ
い
て
の
研
修
を
実
施
し
ま
し
た
。

ナ
ン
ガ
ル
ハ
ー
ル
県
シ
ェ
ワ
郡
で
麻
薬
の
材
料
と
な
る
ポ
ピ
ー
の
畑
を
取
り
締
ま
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
警
察
（
写
真
：
サ
イ
ッド
・
ジ
ャ
ン
・
サ
バ
ウ
ー
ン
/J
IC
A
）

20
12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書
　
　
10

5

第
２
章
　
日
本
の
政
府
開
発
援
助
の
具
体
的
取
組

第
2
節
 課
題
別
の
取
組

●
テ
ロ
対
策

　
国
際
社
会
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
テ
ロ
の
手
段
や
安
住
の
地
を

与
え
な
い
よ
う
に
し
、
テ
ロ
に
対
す
る
弱
点
を
克
服
す
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
は
、
テ
ロ
対
処
能
力
が

必
ず
し
も
十
分
で
な
い
開
発
途
上
国
に
、
テ
ロ
対
策
能
力
向
上

の
た
め
の
支
援
を
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
テ
ロ
対
策
等
治
安
無

償
資
金
協
力
が
創
設
さ
れ
た
20
06
年
以
降
、
日
本
は
開
発
途

上
国
で
の
テ
ロ
対
策
の
支
援
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　
日
本
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
テ

ロ
を
防
止
し
、
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
と
っ
て
と

り
わ
け
重
要
で
あ
り
、
よ
り
一
層
力
を
入
れ
て
支
援
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、出
入
国
管
理
、航
空
の
保
安
、港
湾
・

海
上
の
保
安
、税
関
で
の
協
力
、輸
出
の
管
理
、法
執
行
の
た
め
 

 の
協
力
、
テ
ロ
資
金
対
策（
テ
ロ
リ
ス
ト
や
テ
ロ
組
織
へ
の
資

金
の
流
れ
を
断
つ
た
め
の
対
策
）、
テ
ロ
防
止
に
関
連
す
る
諸

条
約
の
締
結
を
促
進
す
る
な
ど
各
分
野
に
お
い
て
、
機
材
の
供

与
、専
門
家
の
派
遣
、セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
、研
修
員
の
受
入
れ
な

ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、2
01
1
年
12
月
に
は
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
テ

ロ
対
策
の
関
係
者
を
招
き
、
テ
ロ
防
止
関
連
条
約
の
理
解
を
深

め
、
条
約
の
締
結
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー

を
開
催
し
ま
し
た
。さ
ら
に
、日
本
は
20
11
年
度
に
U
N
O
D
C

テ
ロ
防
止
部
へ
約
4
万
1,
00
0
ド
ル
の
拠
出
を
行
い
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
を
中
心
と
し
た
Aア

セ
ア
ン

SE
A
N
諸
国
に
対
し
テ
ロ
対
策
法
整

備
の
た
め
の
支
援
を
実
施
し
ま
し
た
。

●
人
身
取
引
対
策

　
日
本
は
、2
01
1年
度
に
は
、U
N
O
D
C
の
C
PC
JF（
前
項「
薬

物
対
策
」参
照
）に
、人
身
取
引
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
、約

4
万
1,
00
0
ド
ル
を
拠
出
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
20
11
年
8
月

に
は
、
日
本
が
設
置
を
主
導
し
た
国
連
人
間
の
安
全
保
障
基
金

を
通
じ
て
、
国
際
移
住
機
関（
IO
M
）〔
注
46
〕 等
が
実
施
す
る「
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
人
身
取
引
被
害
者
の
保
護
と
能
力
強

化
」事
業
に
対
し
、約
23
6
万
ド
ル
の
支
援
を
決
定
し
ま
し
た
。

　
人
身
取
引
対
策
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
緩
和
ケ
ア（
芸
術

療
法
等
を
通
じ
た
心
理
ケ
ア
）お
よ
び
社
会
復
帰
の
た
め
の
支

援
に
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
C
PC
JF
 

へ
拠
出
す
る
こ
と
で
、
タ
イ
の
パ
タ
ヤ
に
お
け
る
人
身
取
引
対
 

 策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
人
身
取
引
お
よ
び
性
的
搾
取
か
ら
の
子
ど

も
の
保
護
）や
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
身
取
引
に
関
す
る
捜
査
実

務
手
続
き
の
基
準
を
促
進
す
る
た
め
の
警
察
支
援
を
実
施
し
ま

し
た
。
今
後
も
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
支
援
を
行
っ
て
い
く
こ

と
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
で
保
護
さ
れ
た
人
身
取

引
被
害
者
に
つ
い
て
は
、I
O
M
を
通
じ
て
被
害
者
の
安
全
な
帰

国
と
本
国
で
の
社
会
復
帰
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
日
本

は
、
不
法
移
民
・
人
身
取
引
お
よ
び
国
境
を
越
え
る
犯
罪
に
関

す
る
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
枠
組
み
で
あ
る「
バ
リ
・
プ
ロ
セ

ス
」へ
の
支
援
も
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、U
N
A
FE
Iを
通
じ
て
、

人
身
取
引
対
策
に
つ
い
て
の
研
修
を
実
施
し
ま
し
た
。

注
46
　
国
際
移
住
機
関
 IO
M
：
In
te
rn
at
io
na
l O
rg
an
iz
at
io
n 
fo
r M
ig
ra
tio
n

　
ヨ
ル
ダ
ン
は
、周
り
を
イ
ラ
ク
、イ
ス
ラ
エ
ル
、パ
レ
ス
チ
ナ
、シ
リ
ア
、サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
囲
ま
れ
、周
辺
諸
国
の
情
勢
に
影
響
を
受
け
や
す
い
状
況
に

あ
り
ま
す
。現
在
、ヨ
ル
ダ
ン
は
、中
東
諸
国
に
お
い
て
比
較
的
治
安
が
安
定
し
て
い
ま
す
が
、過
去
に
は
、周
辺
諸
国
か
ら
不
法
に
武
器
が
持
ち
込
ま

れ
、ヨ
ル
ダ
ン
国
内
で
テ
ロ
が
発
生
し
た
と
さ
れ
る
事
件
も
起
こ
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、ヨ
ル
ダ
ン
で
は
観
光
業
が
主
な
産
業
の
一
つ
で
す
が
、観
光
業
の

発
展
の
た
め
に
は
治
安
の
維
持
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。ヨ
ル
ダ
ン
の
玄
関
口
で
あ
る
首
都
ア
ン
マ
ン

の
国
際
空
港
は
、旅
客
数
は
年
間
約
54
0万
人
、貨
物
量
は
年
間
8.
3万
ト
ン（
い
ず
れ
も
20
10
年

実
績
）を
誇
る
中
東
諸
国
の
拠
点（
ハ
ブ
）空
港
で
す
。こ
れ
ま
で
、保
安
機
材
の
不
足
か
ら
、空
港
区

域
に
入
る
旅
客
お
よ
び
貨
物
に
対
す
る
検
査
が
、目
視
検
査
と
ラ
ン
ダ
ム
な
開か
い
こ
ん 梱
検
査
に
頼
ら
ざ

る
を
得
な
い
状
況
で
し
た
。ま
た
、貨
物
検
査
に
長
い
時
間
が
か
か
っ
て
い
た
た
め
、円
滑
な
物
流
を

阻
害
し
て
い
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
状
況
を
解
決
す
る
た
め
、日
本
は
無
償
資
金
協
力
に
よ
りＸ
線
検

査
装
置
や
爆
発
物
検
査
装
置
等
の
機
材
を
整
備
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。最
も
有
効
な
治
安

対
策
の
一
つ
は「
水
際
で
防
ぐ
こ
と
」で
す
が
、日
本
の
支
援
に
よ
り
、同
空
港
の
保
安
体
制
が
強
化

さ
れ
、テ
ロ
行
為
を
未
然
に
防
ぐ
と
と
も
に
、こ
れ
ま
で
平
均
2時
間
か
か
っ
て
い
た
コ
ン
テ
ナ
の
検

査
が
数
分
に
短
縮
さ
れ
る
こ
と
で
、物
流
の
促
進
に
も
貢
献
し
て
い
ま
す
。（
20
12
年
12
月
時
点
）

Ｘ
線
検
査
装
置
を
建
設
（
写
真
：Ｊ
ＩＣ
Ａ
）

空
港
治
安
対
策
強
化
計
画

テ
ロ
対
策
等
治
安
無
償（
2
0
0
9
年
8
月
～
実
施
中
）

ヨ
ル
ダ
ン

第 III 部 第 2 章

出
典

：
外
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6　

20
12
年
版
　
政
府
開
発
援
助（
O
D
A
）白
書

●
海
賊
行
為
へ
の
対
策

　
日
本
は
、エ
ネ
ル
ギ
ー
や
食
料
資
源
の
輸
入
、ま
た
、貿
易
の

多
く
を
海
上
輸
送
に
依
存
し
て
い
る
海
洋
国
家
で
す
。テ
ロ
・
海

賊
対
策
と
い
っ
た
、
海
上
の
船
の
航
行
を
安
全
に
保
つ
た
め
の

対
策
は
、日
本
に
と
っ
て
国
家
の
存
立
・
繁
栄
に
直
接
結
び
つ
く

課
題
で
す
。
加
え
て
、海
上
の
安
全
は
、地
域
の
経
済
発
展
を
図

る
上
で
も
極
め
て
重
要
な
も
の
で
す
。

　
近
年
、ア
フ
リ
カ
東
部
の
ソ
マ
リ
ア
沖
・
ア
デ
ン
湾
で
は
、海

賊
事
案
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
国
際
社
会
全
体
に
よ
る
取
組
は

一
定
の
成
果
を
上
げ
、
乗
っ
取
り
率
は
低
下
す
る
傾
向
に
あ
る

も
の
の
、
海
賊
に
よ
る
攻
撃
の
発
生
件
数
は
年
間
23
7
件

（
20
11
年
）に
達
す
る
な
ど
依
然
と
し
て
高
い
水
準
に
あ
り
ま

す
。発
生
海
域
も
ソ
マ
リ
ア
沖
・
ア
デ
ン
湾
か
ら
イ
ン
ド
洋
西
部

全
体
に
拡
大
し
、
船
の
航
行
の
安
全
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
脅
威
に
対
し
、日
本
は
20
09
年
6
月
に
成
立
し
た

「
海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
」

（
海
賊
対
処
法
）に
基
づ
き
、
海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
2
隻
お
よ

び
P-
3C
哨し
ょ
う
か
い
き

戒
機
2
機
を
ソ
マ
リ
ア
沖
・
ア
デ
ン
湾
に
派
遣
し
、

海
賊
対
処
行
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。ま
た
、海
賊
行
為
が
あ
っ

た
場
合
の
逮
捕
、取
調
べ
等
の
司
法
警
察
活
動
を
行
う
た
め
、日

本
の
海
上
保
安
官
が
護
衛
艦
に
同
乗
し
て
い
ま
す
。

　
ソ
マ
リ
ア
海
賊
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、こ
う
し
た
海
上
で
 

 の
護
衛
活
動
に
加
え
、沿
岸
国
の
海
上
取
締
り
能
力
の
向
上
や
、

海
賊
活
動
拡
大
の
背
景
に
あ
る
ソ
マ
リ
ア
情
勢
の
安
定
化
に
向

け
た
多
層
的
な
取
組
が
必
要
で
す
。こ
れ
ら
の
取
組
の
一
環
と
し

て
日
本
は
、
国
際
海
事
機
関（
IM
O
）〔注

47
〕 が
推
進
し
て
い
る
ジ

ブ
チ
行
動
指
針（
ソ
マ
リ
ア
と
そ
の
周
辺
国
の
海
上
保
安
能
力
を

強
化
す
る
た
め
の
地
域
枠
組
み
）の
実
施
の
た
め
に
IM
O
に
1,
46
0

万
ド
ル
を
拠
出
し
、I
M
O
は
こ
れ
を
元
に
信
託
基
金
を
創
設
し
ま

し
た
。こ
の
基
金
に
よ
り
、イ
エ
メ
ン
、ケ
ニ
ア
お
よ
び
タ
ン
ザ
ニ

ア
の
海
賊
対
策
の
た
め
の
情
報
共
有
セ
ン
タ
ー
の
整
備
・
運
営
支

援
を
行
う
と
と
も
に
、
ジ
ブ
チ
に
訓
練
セ
ン
タ
ー
を
設
立
中
で

す
。現
在
IM
O
に
よ
り
、ソ
マ
リ
ア
周
辺
国
の
海
上
保
安
能
力
を

向
上
さ
せ
る
た
め
の
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、日
本
は
ソ
マ
リ
ア
お
よ
び
そ
の
周
辺
国
に
お
け
る
、海

賊
容
疑
者
の
訴
追
と
そ
の
取
締
り
能
力
向
上
支
援
の
た
め
の
国

際
信
託
基
金
に
対
し
累
計
35
0
万
ド
ル
を
拠
出
し
、
海
賊
の
再

発
防
止
に
努
め
る
国
際
社
会
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も

海
上
保
安
庁
の
協
力
の
下
で
、
ソ
マ
リ
ア
周
辺
国
の
海
上
保
安

機
関
職
員
を
招
き
、「
海
上
犯
罪
取
締
り
研
修
」を
実
施
し
て
い

ま
す
。さ
ら
に
、ソ
マ
リ
ア
に
お
い
て
和
平
が
実
現
す
る
よ
う
に

20
07
年
以
降
、ソ
マ
リ
ア
国
内
の
治
安
の
強
化
、お
よ
び
人
道

支
援
・
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
た
め
に
約
2
億
2,
91
0
万
ド
ル
の
支

援
も
実
施
し
ま
し
た
。

注
47
　
国
際
海
事
機
関
 IM
O
：
In
te
rn
at
io
na
l M
ar
iti
m
e 
O
rg
an
iz
at
io
n　
20
12
年
1月
1日
よ
り
、
IM
O
事
務
局
長
に
関
水
康
司
前
IM
O
海
上
安
全
部
長
が
就
任
し
た

●
腐
敗
対
策

　
腐
敗
対
策
に
つ
い
て
は
、 
C
PC
JF
へ
拠
出
す
る
こ
と
で
、
こ

れ
ま
で
に
ベ
ト
ナ
ム
や
ラ
オ
ス
に
お
け
る
腐
敗
防
止
対
策
セ
ミ

ナ
ー
の
開
催
を
支
援
し
、
日
本
の
O
D
A
の
受
取
国
で
も
あ
る

こ
れ
ら
諸
国
に
お
い
て
腐
敗
対
策
の
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
に

貢
献
し
ま
し
た
。
20
11
年
度
も
セ
ミ
ナ
ー
開
催
の
た
め
、約
4

万
1,
00
0
ド
ル
を
拠
出
し
て
お
り
、今
後
は
、ラ
オ
ス
、カ
ン
ボ

ジ
ア
に
お
い
て
同
様
の
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
 

 

　
ま
た
、U
N
A
FE
Iを
通
じ
て
、ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
を
中
心

と
し
た
開
発
途
上
国
の
刑
事
司
法
実
務
家
を
対
象
に
、
様
々
な

研
修
・
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
修
・
セ
ミ

ナ
ー
は
、「
証
人
・
内
部
通
報
者
の
保
護
及
び
協
力
の
確
保
」、「
腐

敗
予
防
」な
ど
国
際
組
織
犯
罪
防
止
条
約
お
よ
び
国
連
腐
敗
防

止
条
約
上
の
重
要
論
点
を
テ
ー
マ
と
し
て
お
り
、
各
国
に
お
け

る
刑
事
司
法
の
健
全
な
発
展
と
協
力
関
係
の
強
化
に
貢
献
し
て

い
ま
す
。

資
金
洗
浄（
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
）

犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
得
た
資
金
を
あ
た
か
も
合
法
な
資
産
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
っ
た
り
、
資
金
を
隠
し
た
り
す
る
こ
と
。
例
）麻
薬
の
密
売
人
が
麻
薬
密
売
代
金
を
偽
名

で
開
設
し
た
銀
行
口
座
に
隠
す
行
為
。

＊
用
語
解
説

出
典

：
外

務
省「

20
12

年
版

政
府

開
発

援
助（

O
D
A
）白

書
・

地
球

規
模

課
題

へ
の

取
組

」

45



出
典

：
外

務
省「

気
候

変
動

分
野

に
お

け
る

日
本

の
20

12
年

末
ま

で
の

途
上

国
支

援
」
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出
典

：
外

務
省「

気
候

変
動

分
野

に
お

け
る

日
本

の
20

12
年

末
ま

で
の

途
上

国
支

援
」
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出典：外務省「第4回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラム成果文書」
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出典：外務省「第4回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラム成果文書」
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出
典

：
外

務
省「

腐
敗

行
為

の
防

止
に

関
す

る
国

際
連

合
条

約
」
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出典：外務省「国際開発連帯税に関する検討」
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出典：外務省「国際開発連帯税に関する検討」
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出典：外務省「国際開発連帯税に関する検討」
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出典：外務省「国際開発連帯税に関する検討」
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